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1. 本事業について
1.1. 本事業の概要

本事業の概要

発注者：厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室

事業名：医療扶助におけるオンライン資格確認等に関する福祉事務所、医療機関等への周知広報及び運用課題検討等一式

期間：令和５年４月１日 ～ 令和６年３月31日

本事業の背景・目的（概要）

医療保険制度においては、令和3年3月からマイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が開始された（本格稼働は令和3年10月
開始）。 一方で、医療扶助においては、令和元年12月の「新デジタル・ガバメント実行計画」の中で、令和5年度中にオンライン資格
確認の導入を目指すこととなっている。

本事業では、令和５年度中に医療扶助のオンライン資格確認の運用が円滑に開始するよう、引き続き福祉事務所及び医療機関等
に向けた運用の見直し等に係る丁寧な周知・広報等を行う 。加えて、オンライン資格確認の仕組みを最大限活用できるよう、オンライン
資格確認の導入を前提とした運用課題の検討や、医療扶助の更なる適正な運営等に係る検討を行う。

医療扶助のオンライン資格確認等の前提

(1)  運用開始時期：令和６年３月１日 

(2)  対象医療機関等：全ての医療機関・薬局 

(3)  対象保険者：福祉事務所（都道府県/市区町村）

(4)  対象証： 医療券/調剤券

(5)  対象利用者： 生活保護受給者



.

55

1.本事業について
1.1. 本事業の概要
1.2. 背景・目的
1.3. 実施業務とスケジュール
1.4. 本報告書の構成
1.5. 本章節に紐づく成果物の一覧



.

6

1. 本事業について
1.2. 背景・目的
1.2.1.事業内容に対する理解（オンライン資格確認の利用拡大の方向性（目指すべき将来像））

未来投資戦略やデジタル・ガバメント実行計画を踏まえ、オンライン資格確認等システムの稼働以降、その基盤を活用し、「デジタル化さ
れるサービス」「デジタル化される情報」「基盤を利用するアクター」の拡大が順次計画されているものと理解しています。

資格・証類に係る事務コスト削減・被保険者負担の軽減 個人単位で紐付けられたヘルスデータの利活用

MNCを用いた生涯にわたるシームレスで簡単な健康管理 事務負担最小化・患者情報を活用した服薬指導過去の医療情報等を活用した適切かつ効率的な医療

患者居宅においても施設と同等の情報量・作業効率 請求事務等のオンライン化による効率的な運営

モバイルによるオンライン資格確認 レセプト電子化

個人単位で過去からの医療等情報の連結

オンライン資格確認

公費負担医療証・介護保険証のデジタル化

•各種健診情報
•薬剤情報
•医療費情報 等マイナンバー

カード

PHR閲覧・活用の拡大 手続・証類の集約/ペーパレス

•資格情報
•各種健診情報
•薬剤情報
•電子処方箋 等

•医療情報 等

マイナンバーカード

•資格情報
•薬剤情報 等

•資格情報 等

マイナンバーカード

•資格情報
•薬剤情報
•電子処方箋 等

保険者

✓事務手続き・処方箋入力削減 ✓レセプト返戻削減

•資格情報
保険者

✓レセプト返戻削減
✓発行手続き削減

自治体
•公費負担情報
•・介護保険情報

•匿名化されたヘルスデータ 等

研究機関等

オンライン資格確認

患者情報の閲覧/医療情報の共有

✓保険証、診察券、
処方箋等の削減

✓発行手続き削減

保険者

✓レセプト返戻削減

診察券・処方箋の
デジタル化

オンライン資格確認 患者情報の閲覧

処方箋のデジタル化

✓診察券、処方箋
発行手続き削減

✓事務手続き・処方箋発行削減

介護保険証のデジタル化

オンライン資格確認 保険証・限度額証等のデジタル化

保険者自治体 研究機関・民間企業

医療機関 薬局

市民と自治体の手続き簡素化

国民

訪問看護ステーション等 接骨院等

オンライン資格確認
等システム
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1. 本事業について
1.2. 背景・目的
1.2.2.事業内容に対する理解（本周知広報のミッション）

本周知広報では、前述の将来像のうち、「公費負担医療証」の中の医療扶助の医療券/調剤券について、令和５年３月から運用開
始するオ医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けて、福祉事務所及び医療機関等において円滑な準備作業が行われるよう、効
果的な周知広報が求められていると理解しています。

資格・証類に係る事務コスト削減・被保険者負担の軽減 個人単位で紐付けられたヘルスデータの利活用

MNCを用いた生涯にわたるシームレスで簡単な健康管理 事務負担最小化・患者情報を活用した服薬指導過去の医療情報等を活用した適切かつ効率的な医療

患者居宅においても施設と同等の情報量・作業効率 請求事務等のオンライン化による効率的な運営

モバイルによるオンライン資格確認 レセプト電子化

個人単位で過去からの医療等情報の連結

オンライン資格確認

公費負担医療証・介護保険証のデジタル化

•各種健診情報
•薬剤情報
•医療費情報 等マイナンバー

カード

PHR閲覧・活用の拡大 手続・証類の集約/ペーパレス

•資格情報
•各種健診情報
•薬剤情報
•電子処方箋 等

•医療情報 等

マイナンバーカード

•資格情報
•薬剤情報 等

•資格情報 等

マイナンバーカード

•資格情報
•薬剤情報
•電子処方箋 等

保険者

✓事務手続き・処方箋入力削減 ✓レセプト返戻削減

•資格情報
保険者

✓レセプト返戻削減
✓発行手続き削減

自治体
•公費負担情報
•・介護保険情報

•匿名化されたヘルスデータ 等

研究機関等

オンライン資格確認

患者情報の閲覧/医療情報の共有

✓保険証、診察券、
処方箋等の削減

✓発行手続き削減

保険者

✓レセプト返戻削減

診察券・処方箋の
デジタル化

オンライン資格確認 患者情報の閲覧

処方箋のデジタル化

✓診察券、処方箋
発行手続き削減

✓事務手続き・処方箋発行削減

介護保険証のデジタル化

オンライン資格確認 保険証・限度額証等のデジタル化

保険者自治体 研究機関・民間企業

医療機関 薬局

市民と自治体の手続き簡素化

国民

訪問看護ステーション等 接骨院等

オンライン資格確認
等システム

医療扶助の医療券/調剤券に対して、オ
ンライン資格確認を導入する。
※令和5年度中の導入を予定。

被保護者が自身の資格情報等を容易に
閲覧できる世界観を創出する。
医療扶助の医療券/調剤券のペーパーレ
ス化を促進する。

医療保険と同様に、医療扶助もオンライ
ン資格確認の対象となることで、医療機
関等の業務負荷の削減・より良い医療の
提供の実現を見込む。

医療扶助のデータをNDBに連携し、その
分析結果等を医療扶助の施策に反映す
ることを見込む。
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1. 本事業について
1.3. 実施業務とスケジュール
1.3.1. 本業務の作業内容

本業務は調達仕様書「医療扶助におけるオンライン資格確認等に関する福祉事務所、医療機関等への周知広報及び運用課題検討
等一式」の作業をスコープとし、3つの業務単位ごとに推進しました。各業務単位のスケジュールについては、後述の「全体作業スケジュー
ル」に示します。

プロジェクト管理

概要

• 本プロジェクトの推進に当たって、プロジェクト計画書を作成後、当該計画書に基づくプロジェクト管理を実施しました。

• 本プロジェクトを通して、進捗管理・品質管理・コミュニケーション管理・体制管理・リスク管理・課題管理を実施しました。

業務単位

①

周知広報

＜周知計画書の作成＞

• 周知広報の指針となる、周知計画書を作成しました。周知計画書の作成にあたっては、関係者（貴省及び支払基金
等）と密に調整し、関係者にとって納得感のある周知計画書の作成を意図しました。

＜福祉事務所向けの周知＞

• 福祉事務所向けポータルサイトを活用し、全国の福祉事務所及び福祉事務所システムベンダから寄せられる問合せにつ
いて貴省の回答支援を行いました。また、周知資料及びFAQの公開により福祉事務所の疑問点の解消に努めました。

• 福祉事務所の対応課題についてアンケート/ヒアリングを実施し、未回答の自治体に対しては個別のアプローチを取ること
で、福祉事務所の最新の課題状況を漏れなく把握できるよう努めました。また、導入が進んでいないと思われる自治体に
対しては個別のアプローチを実施し、各福祉事務所の対応状況に沿った導入推進を実施しました。

＜医療機関・薬局向けの周知＞

• 医療機関・薬局及びそのシステムベンダ向けの既存の周知チャネル（医療機関等向け総合ポータルサイト、医療機関
等ONS、オンライン請求ポップアップ 等）を活用して、周知資料の公開及び問合せへの対応を実施しました。

• 合同説明会や医療扶助のオンライン資格確認導入の手引きにおいて、他のオンライン資格確認関連施策（電子処方
箋等）との同時導入作業が可能であり、導入に係る作業負担軽減の可能性について説明を行いました。

②

本業務の作業の概要

運用課題検討

• 医療扶助のオンライン資格確認の導入により福祉事務所及び医療機関・薬局で対応が必要となる運用課題の検討を
実施しました。

• 特に、個人番号の紐づけ誤りの事例を踏まえ、真正性を確保した情報のみを登録する仕組みを構築し、誤った情報を
登録させないよう注力しました。

• また、１施設でも多くの福祉事務所及び医療機関等が運用を開始し、 １人でも多くの被保護者が医療扶助のオンライ
ン資格確認を実施いただけるよう注力しました。

③



.

10

1. 本事業について
1.3. 実施業務とスケジュール
1.3.2. 全体スケジュール

本業務は2023年４月～2024年４月末までの12ヶ月間にわたって実施しました。

全体作業スケジュール

2023年

プロジェクト管理

周
知
広
報
等

周知計画
の作成

プロジェクト管理/会議運営/関係者調整

運用課題検討

マイルストン

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2024年

令和5年度報告書作成

令和5年度周

知計画作成
令和5年度以降周知計

画書(初版)作成
周知計画書の更新

▼プロジェクト計画書納入

中間報告▲

周知計画書(初版)納入▼

周知計画書
(最終版)納入▼

引継書納入▼

令和5年度報告書▼

最終報告▲WG(1回目)▲ WG(2回目)▲

総合運用テスト開始★
（福祉事務所）

★外部接続テスト
（検証環境）開始
（福祉事務所）

運用テスト開始 ★
（代表福祉事務所）

運用テスト開始★
（医療機関等）

検証運用開始★ 運用開始★★外部接続テスト
（本番環境）
開始（福祉事務所）

★資格情報
登録開始
（福祉事務所） ★外部接続テスト（健診）開始

（福祉事務所）
運用テスト（健診）開始★
（代表福祉事務所）

接続確認 ★
（健診）開始
（先行福祉事務所）

医療機関等向け導入の手引き▼

令和5年度以降周知

計画書(最終版)作成

周
知
広
報

福祉
事務所
向け

医療機関
等向け

医療機関等
ベンダ向け

問合せ対応

＜資格情報登録関連＞

各種テスト対応依頼

資格情報登録に向けた留意事項周知、準備依頼、登録対応依頼 資格情報登録に関する注意事項周知、資格情報の修正および閲覧停止解除対応依頼

＜健診情報登録関連＞ 各種テスト対応依頼開発に関する周知

＜被保護者関連＞

被保護者向けリーフレット作成

健診情報登録に関する注意事項周知、健診情報登録依頼

検証運用開始に

向けた周知

運用開始に

向けた周知

運用に関する周知、問合せ等を踏まえた周知/改修が遅延している福祉事務所の支援

テスト対応依頼

運用に関する周知、問合せ等を踏まえた周知

導入の手引き作成

補助金申請の周知

テスト対応依頼

問合せ等を踏まえた周知

問合せ等踏まえた技術解説書等既存の設計開発関連資料の更新

問合せ等踏まえた運用等に係る検討結果の更新

福祉事務所・医療機関等からの問合せ対応

※貴省が回答すべき問合せの回文作成支援

インプット収集/初期仮説立案/課題検討/情報収集/対応案の策定
令和4年度報告書の確認、

論点抽出/整理

WGにおける構成員の意見、各種問合せチャネル（福祉事務所向けポータルサイト、医療機関等ONS、医療機関等コンタクトセンター）をインプットとした課題抽出

報告書作成

３月末J-LIS照会★J-LIS照会★ 再突合★

検証運用開始に

向けた周知

運用開始に

向けた周知

検証運用開始に

向けた周知

運用開始に

向けた周知
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1. 本事業について
1.4. 本報告書の構成

本報告書は、「1.3.1. 本業務の作業内容」に記載の業務単位に沿って作成しています。調達仕様書上の成果物と本報告書の対応
関係を以下に示します。
※業務単位：「プロジェクト管理」を除く。

1.本事業について

成果物（例）本報告書の構成

2.周知広報

3.運用課題検討

調達仕様書上の成果物

プロジェクト計画書

報告書（福祉事務所向け）

報告書（医療機関向け）

周知計画書

引継書

• 生保オン資_WBS_Ver1.0_20240325

• 生保オン資_プロジェクト計画書_Ver1.0_20230407

調達仕様書上の成果物⇔本報告書の構成

会議付議資料

会議議事録

令和5年度報告書

• 資格情報等登録の手引き_ver1.2

• 健診情報における本人情報の確認方針及び手順について_ver1.01

• 医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き
_Ver1.2

• 【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（回答明記ver）_Ver1.0

• 【生保オン資】周知計画書（最終版）_Ver1.00_20240325

• 引継書_Ver1.0

• 令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第１回）資料_1.0版

• 生保オン資_最終報告会資料_Ver.1.0_20240325

• 令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第１回）議事録_Ver1.0

• 令和５年度報告書_Ver1.0
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1. 本事業について
1.5. 本章節に紐づく成果物の一覧

本章節「1. 本事業について」に紐づく成果物の一覧を以下に整理しました。

本章節に紐づく成果物の一覧

成果物名

生保オン資_WBS_Ver1.0_20240325

生保オン資_プロジェクト計画書_Ver1.0_20230407

資格情報等登録の手引き_ver1.2

健診情報における本人情報の確認方針及び手順について_ver1.01

医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き
_Ver1.2

【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（回答明記ver）
_Ver1.0

【生保オン資】周知計画書（最終版）_Ver1.00_20240325

引継書_Ver1.0

生保オン資_キックオフミーティング資料_Ver1.0_20230413

【本紙】生保オン資_中間報告資料_Ver.1.00

生保オン資_最終報告会資料_Ver.1.0_20240325

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第１回）資料_1.0版

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第２回）資料_1.0版

生保オン資_中間報告議事録_Ver1.0_20231109

生保オン資_最終報告議事録_Ver1.0_20240325

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第１回）議事録_Ver1.0

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第２回）議事録_Ver1.0

令和５年度報告書_Ver1.0
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２章：周知広報
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.1.1 周知計画の作成方針

福祉事務所、医療機関・薬局ごとの懸念事項（課題）を押さえた上で、これらの解決を目指した周知計画を作成しました。

福祉事務所、医療機関・薬局における懸念事項（課題）

周知対象

福祉事務所
（ベンダ含む）

• 福祉事務所システムの改修スケジュールやテ
ストに係る対応の理解不足により、運用開始
までに導入できない福祉事務所が発生する
可能性がある。

• 福祉事務所向けアンケートを実施し、福祉事務所からの疑問点等を
把握の上、その内容を周知資料に反映しつつFAQでも公開する。

• 早期からデータ整備に関する周知および資格情報の真正性の確保に
係る対応の周知を実施し、福祉事務所内のデータ精度の向上を図る。
登録開始後は、誤入力例を公開する。

• 福祉事務所システムベンダにも上記内容を理解していただくよう周知を
行う。

• 福祉事務所における資格情報や健診情報
の登録開始後は、他者とのマイナンバー紐付
誤りを含むデータ登録のトラブルが増大する
可能性がある。

• 運用課題については関係者会議等で意見等を収集し、事前の潰しこ
みを行う。現場の実情を踏まえ、福祉事務所・医療機関等への適切な
周知を実施。

医療機関・薬局
（ベンダ含む）

主な懸念事項（課題） 周知のポイント

• 運用開始後は、福祉事務所において運用に
関する問合せが増大する可能性がある。

• 福祉事務所の職員及びシステムベンダ向けだけでなく、福祉事務所を
介し被保護者向けの周知も行う。

１

2

3

4

• 医療扶助のオンライン資格確認への理解が
不足している医療機関等が存在する。

• 医療機関等向け総合ポータルサイト/医療機関等ONS/オンライン請
求ポップアップ等のチャネルを活用し、医療機関等及び医療機関等ベン
ダに医療扶助のオンライン資格確認に係る周知を行う。

• 医療扶助のオンライン資格確認の導入を促
進させる必要がある。

• 既存のオンライン資格確認基盤の活用が可能、医療扶助オン資の独
自メリット、他オンライン資格確認関連施策との同時導入で作業負担
軽減等の周知を行う。

5

6

• 被保護者がオンライン資格確認の仕組みや
意義を理解できず、医療扶助のオンライン資
格確認の利用が進まない可能性がある。
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.1.2 福祉事務所向けの周知計画

福祉事務所向けの周知にあたっては、特に福祉事務所が初めて医療保険者等向け中間サーバー等を利用することに留意しました。

福祉事務所向けの周知における懸念事項（課題）を踏まえた「周知の主なポイント」は以下の通りです。

令和4年度 令和5年度 令和6年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月

▼開発開始 ▼外部接続テスト
（検証環境）

▼健診情報の連携に
係る対応開始 ▼総合運用テスト

▼福祉事務所向け運用テスト

▼外部接続テスト（本番環境）

▼資格情報等登録開始

▼資格情報等修正

▼資格情報等差分登録

▼検証運用開始

▼運用開始

医療扶助オンライン
資格確認の概要理解

事前準備

支払基金への事務委託

システム開発

開発

データ移行

業務移行

被保護者向け説明

補助金申請

事前準備
（健診情報の登
録）

健診情報の登録に係るシステム開発

テスト

補助金申請
切
り
替
え

システムベンダ発注

▼外部接続テスト（健診情報）

福祉事務所向けポータ
ル運用（システムベンダ）

周知の主なポイント

• 誤登録防止に向けて、資格情報
等登録の手引き、データ整備の
チェックリスト、誤入力例を公開した。

• 健診情報登録の基本方針を示す
周知資料、ベンダ説明会を実施し
た。

2

• 福祉事務所システムの改修状況や
テスト状況についてアンケートを実
施し、福祉事務所からの疑問点等
を把握の上、FAQや問合せを通し
て適切な周知を行った。

１

• 運用開始後における課題について、
運用等の整理案、事務連絡などで、
ユースケース別の運用方針の周知
を行った。

3

• 福祉事務所の職員だけでなく、被
保護者にも医療扶助のオンライン
資格確認の概要や利用方法（初
回登録等）を理解していただくため、
福祉事務所/被保護者向けのリー
フレットを公開する。

4

福祉事務所向けの周知計画

福祉事務所向けポータル
運用（福祉事務所）
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.1.3 医療機関・薬局向けの周知計画

医療機関・薬局向けの周知にあたっては、特に福祉事務所が初めて医療保険者等向け中間サーバー等を利用することに留意しました。
医療機関・薬局向けの周知における懸念事項（課題）を踏まえた「周知の主なポイント」は以下の通りです。

周知の主なポイント

令和4年度 令和5年度 令和6年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月

医療機関・薬局
システムベンダ

▼パッケージソフトの
改修作業開始

令和4年度 令和5年度 令和6年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月

医療機関・薬局

開発

開発

切
り
替
え

医療扶助
オンライン
資格確認の
概要理解

開発状況等のヒアリング

医療扶助オンライン資格確認の概要理解

システム開発

システム移行

業務移行

テスト 切
り
替
え

▼環境設定開始

▼パッケージソフトの適用開始

▼運用に向けた準備開始

▼運用テスト開始

▼検証運用開始

▼運用開始

補助金受付

周知の主なポイント

• 既存のオンライン資格確認基盤の
活用が可能、医療扶助オン資の
独自メリット、他オンライン資格確
認関連施策との同時導入で作業
負担軽減等の周知を行う。

6

補助金申請

医療機関・薬局向けの周知計画（令和5年2月まで）

▼医療機関等ベンダ向け接続テスト（フェーズ1）

▼医療機関等向け運用
テスト

▼検証運用開始

▼運用開始

▼医療機関等ベンダ向け接続テスト（フェーズ2）

テスト

• 医療扶助のオンライン資格確認へ
の理解を促進していただくよう、各
種チャネルを活用し、医療機関等
向けの手引き等の周知を行った。

5

• 医療機関・薬局のシステムベンダ
向け勉強会を開催した。
※他の取組（電子処方箋）との
合同開催とした。

6

• 医療機関等手引き及びオンライン
請求ポップアップを活用し、補助金
申請に係る周知を行った。

5
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.1.4 周知計画書

福祉事務所及び医療機関・薬局に“いつ”・“誰が”・“何を周知するか”を整理した周知計画書を作成しました。

周知計画書の詳細は資料「【生保オン資】周知計画書（最終版）_Ver1.00_20240325」に整理しています。

周知計画書

2022年度 2023年度 2024年度

周知対象 No 大目的 中目的 周知物 周知媒体 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 担当者

１．福祉事務所・福

祉事務所システムベン

ダ

ー 福祉事務所マイルストン ー ー ー ー

ー 開発スケジュール ー ー ー ー

ー 開発スケジュール（健診） ー ー ー ー

ー 福祉事務所向け周知スケジュール ー ー ー ー

ー 福祉事務所向け周知スケジュール（健診） ー ー ー ー

Ⅰ-1 福祉事務所向けポータルサイトの運用 ー 福祉事務所担当者向け利用開始連絡/操作マニュアルの周知 事務連絡 ★ 厚生労働省社会・援護局

Ⅰ-2 福祉事務所向けポータルサイトの運用 ー 福祉事務所システムベンダ向け利用開始連絡/操作マニュアルの周知 福祉事務所向けポータルサイト ★ 厚生労働省社会・援護局

Ⅴ. システム開発（健診）

開発

▼開発開始 ▼外部接続テスト（検証環境）

▼健診情報の連携に係る対応開始

▼総合運用テスト

▼福祉事務所向け運用テスト

▼外部接続テスト（本番環境）

▼資格情報等登録開始

▼資格情報等修正

▼検証運用開始

▼運用開始

▼差分クレンジング

Ⅲ. 事前準備（健診）

テスト

開発

外部接続テスト

（検証環境）

福祉事務所向

け運用テスト

資格情報等

登録

総合運用テス

ト

外部接続テスト

（本番環境）

資格情報等修正・差分登録

Ⅱ. 医療扶助オンラ

イン資格確認の概

Ⅲ. 事前準備

Ⅷ. 支払基金への事務委託

Ⅴ. システム開発

開発

データ移行

業務移行

Ⅶ. 被保護者向け説明

Ⅸ. 

切り

替え

Ⅵ. 補助金申

Ⅰ. 福祉事務所向け

ポータル運用

（福祉事務所）

Ⅰ. 福祉事務所

向けポータル運用

（システムベンダ）

Ⅵ. 補助金申

テスト

Ⅳ. システムベンダ発注

業務移行

Ⅱ. 医療扶助オンライ

ン資格確認の概要理

１.技術解説書の確認

２.ネットワーク接続

３.健診情報の連携方法の確認

４.周知資料の確認

５.端末の導入

６.ファイル仕様書／差分表の確認

７.インターフェイスファイルの作成に係る改修

８.内部テスト

９.電子証明書の申請・設定

１0.セットアップ資材（先行確認用）の確認／適用

１１.先行福祉事務所による接続確認

１２.セットアップ資材（正式版）の確認／適用

１３.外部接続テスト（本番環境）

１４.運用テスト

１６.健診情報の登録準備 １７.健診情報の登録

▼外部接続テスト（本番環境）（健診情報）

▼運用テスト（健診情報）

▼運用開始（健診）

▼J-LIS照会

資格情報等

登録

（差分クレン

ジング向け）

資格情報等修正

・差分登録

▼稼働前クレンジング

▼誤入力チェック'24

▼健診情報登録テスト（健診情報）

１５.健診情報登録テスト
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.1. 福祉事務所向け周知広報の対応ステップ

福祉事務所向けポータルサイトから寄せられる福祉事務所の問合せのうち、貴省にて回答すべきものについて、回答文案の作成を行い
ました。

また、福祉事務所において円滑にオンライン資格確認を導入できるよう、資格情報等の初回登録や全件J-LIS照会、運用開始等のマ
イルストンに沿って、適時必要な対応についての周知資料の作成を行いました。

福祉事務所向け周知広報の対応ステップ

①福祉事務所向けポータルサイトの問合せ対応

• 福祉事務所及びシステムベンダからの問合せにおいて、貴省
にて回答すべきものについて、回答文案の作成を行いました。

• 回答文案の作成に当たっては、必要に応じて、貴省、支払
基金、各システムベンダ等の関係者と協議を行いました。

• また、よくある問合せを分析し、福祉事務所全体への周知が
必要だと判断した事項については、周知資料への反映または
FAQの公開を実施しました。

②周知資料の作成

• 福祉事務所の各マイルストンに沿って、適時必要な対応につ
いての周知資料を作成しました。

• 資格情報等の登録については、誤登録防止に係る周知
（データ整備の対応、資格情報等登録の手引き、全件J-
LIS照会・再突合、誤入力チェックシステム’24、誤登録発覚
時の対応手順 等）を徹底的に行いました。

• 健診情報の登録については、電子証明書の発行に係る周知
及び登録に係る基本方針等の周知を徹底的に行いました。

FAQの公開周知資料への反映

福祉事務所
ポータルサイト
問合せ管理表

問合せ管理表 各種周知資料
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.2. 福祉事務所向けポータルサイトの問合せ対応

福祉事務所向けポータルサイトで受領した福祉事務所及び福祉事務所システムベンダからの問合せについては、弊社からの回答文送
付を基調にしつつ、法律・制度及び補助金等に係る問合せについては、貴省とも協力して回答文案の作成を実施しました。

問合せの対応イメージ

福祉事務所

フォームでの問い合わせ
Q&Aの閲覧

ポータルサイト

運営事業者

収集した問合せを
Q&A化し掲載

フォームでの回答

福祉事務所向けポータルサイト

■問い合わせ

■Q&Aの閲覧

回答項目が多く煩雑な項目設定にしないことに留意する一
方で、質問の概要がクイックに理解できるよう「質問タイトル」
といった項目設定等、迅速な回答を実施できるような工夫
を実施しました。
また、ユーザーからも、お問合せの状況をマイページより容易
に確認が可能です。

本事業の進行につれQ&Aの増加が見込まれますが、
福祉事務所等のQ&A確認が煩雑にならないよう、キ
ーワード検索や、カテゴリ検索の機能を実装しました。

マイページから問い
合わせ状況の確認
も可能

＜問い合わせ画面＞

＜FAQ一覧＞

＜マイページ＞

類似の問い合わせ

確認

他の福祉事務所
等

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合

せ対応
②周知資料の作成

貴省

必要に応じて連携

周知広報
事業者

回答
支援
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.2. 福祉事務所向けポータルサイトの問合せ対応

福祉事務所向けポータルサイトで受領した福祉事務所及び福祉事務所システムベンダからの問合せのうち、多くの福祉事務所から問合
せを受けたもの及び多くの福祉事務所に関係するものについては、周知資料やFAQの作成に反映し、マス周知（全ての福祉事務所向
け）を実施しました。

FAQの公開イメージ

周知資料の公開イメージ

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合

せ対応
②周知資料の作成
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

医療扶助のオンライン資格確認の運用開始に伴い、福祉事務所が委託先医療機関等の導入状況を容易に把握できるよう、厚労省
HPにて「医療扶助のオンライン資格確認参加医療機関・薬局リスト」を公開しました。また、福祉事務所向けポータルサイトでも 「医療
扶助のオンライン資格確認参加医療機関・薬局リスト」が公開された旨の周知を行いました。

医療扶助のオンライン資格確認参加医療機関・薬局リストに係る周知

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

厚労省HP

福祉事務所向けポータルサイト

医療扶助のオンライン資格確認参加医療機関・薬局リスト
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

DV・虐待等被害者（以下、「DV被害者」という。）に関して、マイナポータルでの情報閲覧に制限を掛ける必要がある場合の対応を
示す資料「医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料_Ver1.1」を作成しました。本資料では、情報制御に関
するフラグの概要及び福祉事務所における運用フローの概要を示しています。さらに、被保護者向けのリーフレットを別紙として作成しまし
た。本リーフレットは、福祉事務所から被保護者に対する説明資料として配布され、当該情報制御に関する説明を行うためのものです。

医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料の作成（1/2）

医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

前頁の続き

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料の作成（2/2）

福祉事務所向け国民配布用リーフレット_DV・虐待等被害者の保護
福祉事務所向け国民配布用リーフレット

_健診情報の引継ぎ
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

令和５年10月の資格情報の初回登録に向けて、福祉事務所に対応いただくための資格情報等登録に係る事前準備を促すため、令
和５年４月から８月までの間、月次で福祉事務所向けポータルサイトメールを活用し、福祉事務所へのリマインドを実施しました。

資格情報等登録に係る事前準備のリマインド

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

添付資料
「医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた

資格情報等の登録準備について」

福祉事務所宛の資格情報等登録に係る
事前準備の月次リマインドメール
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

福祉事務所から医療機関等のおける医療扶助のオンライン資格確認の導入を促進するため、地域の医療機関等に対して医療扶助の
オンライン資格確認に係る制度を周知するためのガイドラインを作成しました。本ガイドラインでは、医療機関等の医療扶助のオンライン
資格確認の導入に向けた周知ポイント（導入におけるメリット、導入に置ける懸念点の解消 等）を示しています。

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局向け説明のガイドライン

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

医療機関・薬局向けの医療扶助の
オンライン資格確認導入の手引き（周知ポイント付）

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた
医療機関・薬局向け説明のガイドライン
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

被保護者の資格情報（医療券・調剤券情報を含む）について、真正性を確保したうえで、正確に登録いただくための手引きを作成し
ました。本手引きには、資格情報等の登録に係る基本的な流れや注意事項などを詳細に説明しています。さらに、資格情報の登録に
必要な対応事項を確認するための「データ整備のチェックリスト」も作成しました。本チェックリストは、各福祉事務所がデータ整備に必要
な対応を確実に実施するためのものであり、対応後に提出していただくことで、福祉事務所のデータ整備の対応を確実に実施したことを
確認しました。

資格情報等登録の手引き/データ整備に係るチェックリスト

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

提出日 2023/9/1

福祉事務所名 〇〇福祉事務所

保険者コード L0000000

# 分類 チェック項目 確認日 担当者氏名 チェック欄 備考欄

1 個人番号の真正性の確保

A：個人番号を福祉事務所システム内で管理している場合、以下①・②いずれも満たしているか。

①住基システム等または住民基本台帳ネットワークシステムを利用して個人番号をキーとした本人確認情報を

照会し、基本４情報の一致を確認することにより、個人番号の真正性の確認を確実に行う運用が確立されて

いる。

②また、現に紐付けられている被保護者情報と個人番号の真正性の確認についても、住基システム等または

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して個人番号をキーとした本人確認情報を照会し、基本４情報の

一致を確認することにより、この機会に点検済みである。

2023/9/1 生保　太郎 〇

2
B：自治体のセキュリティポリシー等の理由により、福祉事務所システム内での個人番号の管理ができず、

自治体内の統合宛名システムから個人番号を取得する方式等により、中間サーバーへ情報連携を行う場

合、以下①・②いずれも満たしているか。

①住民基本台帳ネットワークシステムを利用した番号照会等による個人番号の真正性の確認を確実に行う運

用が確立されている。

②また、現に紐付けられている被保護者情報と個人番号の真正性の確認についても、住基システム等または

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して個人番号をキーとした本人確認情報を照会し、基本４情報の

一致を確認することにより、この機会に点検済みである。

2023/9/1 生保　太郎 ×

3
C：個人番号を福祉事務所システム内で管理していない、かつ統合宛名システムから個人番号を取得する

方式等を採用していない場合、以下①・②いずれも満たしているか。

①福祉事務所システム内で管理している基本4情報をキーとして、住基システム等または住民基本台帳ネット

ワークシステム内の基本4情報の照会及び基本4情報の突合を複数人で目視チェックを実施することで個人番

号の真正性の確認を確実に行う運用が確立されている。

②また、現に紐付けられている被保護者情報と個人番号の真正性の確認についても、住基システム等または

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して個人番号をキーとした本人確認情報を照会し、基本４情報の

一致を確認することにより、この機会に点検済みである。

2023/9/1 生保　太郎 ×

4 受給者番号の固定化の徹底 被保護者の保護決定の際に、福祉事務所システムにおいて、受給者番号が付番される機能が実装されてい

る。
2023/9/1 生保　太郎 〇

5 受給者番号は、医療券・調剤券等の発行の都度変更することはできないことから、福祉事務所システムにおい

て、同一の被保護者に対し、保護の受給期間中は同一の番号を用いる機能が実装されている。

※ 生活保護の停止又は廃止となった後に、再度生活保護を受給するようになった場合等において、当該者

に対して廃止前の受給者番号を再度採番することは可能である。

2023/9/1 生保　太郎 〇

6 以下①・②をいずれも満たしているか。

①過去に付番された受給者番号は、他の被保護者に付番しない運用が確立されている。

②また、現に付番している受給者番号も同様の手法で実施済である。

※ 対象となるのは過去に中間サーバーに連携された受給者番号であり、当該受給者番号を他の被保護者へ

の付番することは、資格情報等を誤った登録した場合に、他人の情報を閲覧できる可能性があるため、認めら

れない。

2023/9/1 生保　太郎 〇

7 自由記入欄に登録する情報の確認 氏名や住所等の自由記入欄への登録に当たり、これまでの運用でメモや備忘用として記載していた情報（例

えば、 氏名欄に姓の変更に関する情報を記載する 等）が含まれる場合は、それらを削除する等の修正を行

う運用が確立されており、かつ、現に自由記入欄の情報も同様の手法で実施済である。 2023/9/1 生保　太郎 〇

8 加入者資格情報と医療券・調剤券

情報間の整合性の確保

以下①・②をいずれも満たしているか。

①同一の被保護者に係る加入者資格情報と医療券・調剤券情報には同一の公費負担者番号と受給者番

号の値を設定する運用が確立されている。

②また、現にある医療券・調剤券情報と公費負担者番号・受給者番号の整合性の確保も同様の手法で実

施済である。

※ 公費負担者番号を複数持つ福祉事務所においては、同一被保護者の情報に複数の公費負担者番号が

紐づかないように留意する。

2023/9/1 生保　太郎 〇

9 医療機関コードの 10 桁化 連携する医療機関コードは地方厚生局が公開している医療機関コード（10桁）と同一の値を設定する運用

が確立されている。

※ 地方厚生局が公開している医療機関コードが７桁の医療機関の場合は、「都道府県番号２桁＋点数表

番号１桁+地方厚生局が公開している医療機関コード７桁の計10桁」を設定する。

2023/9/1 生保　太郎 〇

10 資格情報等に含まれる外字の修正 資格情報等に含まれる外字（JIS漢字コード第一・第二水準以外の文字）は、JIS漢字コード第一・第二

水準の文字に適切に置き換える運用が確立されている。

※　例：「髙」を「高」に変更する

2023/9/1 生保　太郎 〇

11 誤入力例の確認 「加入者情報登録ファイルにおける誤記入例及び記入ルール一覧」を確認し、誤入力例及び記入ルールを理

解したうえで、誤入力とならないような運用が確立されている。

※　別紙参照：加入者情報登録ファイルにおける誤記入例及び記入ルール

2023/9/1 生保　太郎 〇

12 フラグ設定による情報制御の運用 住基情報に基づき登録されたDV・虐待被害者等について、対象者にフラグの内容を周知する運用及びフラグ

の設定を適切に行う運用が確立されている。

※　別紙参照：医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料

2023/9/1 生保　太郎 〇

ステータス データ整備完了

資格情報等のデータ整備に係るチェックリスト

※A、B、Cのいずれかの

パターンで個人番号の真

正性を確保すること

赤字箇所は自治体/福祉事務所に

おける必須記入欄

#1～#3のチェック項目のいずれかが「〇」であるかつ#4～#12のチェック項目が「〇」である

場合は、「データ整備完了」となります。上記以外の場合は「データ整備未完了」となります。

「データ整備完了」と表示されたチェックリストをご提出いただくことが、医療保険者等向け中間

サーバー等への資格情報等の登録が可能となる条件の１つとなります。

資格情報等のデータ整備に係るチェックリスト（記入例）資格情報等登録の手引き
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

医療保険における中間サーバーへの加入者情報登録時に発生した誤入力ケースを参考に、福祉事務所の資格情報等の登録における
誤登録の防止を目的として、誤記入例及び誤登録例を一覧化し、福祉事務所へ展開しました。

加入者情報登録ファイルにおける誤記入例及び記入ルールの展開

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

加入者情報登録ファイルにおける誤記入例及び記入ルール一覧
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

令和６年１月21日から１月23日に実施する全件J-LIS照会前までに、中間サーバーに資格情報等を登録した福祉事務所向けに、
全件J-LIS照会後の資格情報等の登録・修正方針を示す資料を作成しました。

全件J-LIS照会を実施し、真正性を確保した資格情報のみをオンライン資格確認の対象とする方針であることから、新規データについて
は、中間サーバーに一定期間連携しないようにしていただく必要がある旨の周知を行いました。

全件J-LIS照会後の資格情報等の登録・修正方針に係る周知

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

全件J-LIS照会後の資格情報等の登録・修正方針
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

被保護者におけるマイナンバーカードにおけるオンライン資格確認の利用促進を目的とした、福祉事務所から被保護者に配布するリーフ
レットを作成しました。本リーフレットでは、「マイナンバーカードが医療券・調剤券として利用できること」「医療扶助のオンライン資格確認に
おける被保護者向けのメリット」「マイナンバーカードの医療券・調剤券利用に係る申込手順」等を示しています。

福祉事務所向け国民配布用リーフレット

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

被保護者が医療機関等で医療扶助におけるオンライン資格確認を行うことによって生成されるログ情報（以下、「オンライン資格確認
実績ログ」という）の活用方法を示す手引きを作成しました。オンライン資格確認実績ログを活用することで、頻回受診傾向がある被保
護者や未委託の医療機関等への受診者の一次スクリーニングに役立つ情報が得られ、早期発見が期待できる旨を周知しました。

オンライン資格確認実績ログの活用に係る福祉事務所向け手引き

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

オンライン資格確認実績ログの活用方法の説明
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

中間サーバーに登録した被保護者の資格情報について、異なる個人番号が登録されていること（個人番号の紐づけ誤り）を検知した
場合の福祉事務所の対応手順を示す周知資料案を作成のうえ、貴省に連携しました。

異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対応手順を示す周知資料

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対応手順
福祉事務所が自ら異なる個人番号の

誤登録を検知した事案の連絡票
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

令和６年５月７日から稼働する誤入力チェックシステム‘24に伴い、福祉事務所別（導入済み福祉事務所、未導入福祉事務所）
の資格情報等の登録・修正方針に係る周知資料案を作成のうえ、貴省に連携しました。

誤入力チェックシステム24’の稼働に向けた対応に係る周知

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

誤入力チェックシステム24’の稼働に向けた対応について
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

福祉事務所が健診情報の登録に係る対応の概要及びスケジュールを示す資料を更新しました。本資料では、健診情報の利用目的な
どを説明しつつ、福祉事務所に対する適切な対応を推進するための周知を行いました。

さらに、令和６年度以降の特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準フォーマットに関する資料において、医療扶助（福祉事務
所）に関連する変更点を整理した差分表についても更新しました。

健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料/差分表

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料 差分表
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

「健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料」に記載している福祉事務所の対応事項「電子証明書の申請・設定」を行うに
当たり、福祉事務所に対応いただきたい内容（情報提供用Excel資料のご提供）について説明する資料を公開しました。

本資料を基に福祉事務所からご提供いただいた情報を踏まえ、電子証明書の流用可否判断・お知らせを各自治体/福祉事務所へ行
うとともに、電子証明書を流用できない場合は、支払基金において、電子証明書の一括申請を実施しました。

健診情報登録における電子証明書発行申請に係る周知資料

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

電子証明書の発行申請及び流用に係る説明 情報提供Excelの記入方法
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

令和６年４月１日から開始する健診情報の登録に当たって、被保護者が別の被保護者の健診情報を閲覧してしまうことがないよう、
各被保護者の資格情報等と健診情報を正しく紐付けるため、各自治体及び福祉事務所の皆様に「①健診情報が確実に本人情報で
あることの確認」、「②健診情報と受給者番号の整合性の確保」の方針及び手順について説明する資料を公開しました。

健診情報における本人情報の確認方針及び手順に係る周知資料

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

健診情報における本人情報の確認方針及び手順について
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

福祉事務所システムベンダに対し、健診情報の本人情報確認に関する基本方針や、全件J-LIS照会後の資格情報登録方針などにつ
いてご理解いただくために、説明会を実施しました。本説明会は、福祉事務所システムベンダが、福祉事務所の健診情報や資格情報の
登録に関する運用について理解を深め、福祉事務所へのシステム導入等を円滑に実施いただくことを目的としました。

健診情報及び資格情報等の登録に係るベンダ説明会資料

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

健診情報の登録に係る説明 資格情報等の登録に係る説明
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.4. 福祉事務所向けの周知実績

令和５年度の福祉事務所向けの主な周知実績を以下に整理しました。

令和５年４月

健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料・差分表（第2
版）公開

福祉事務所向けリーフレット（不開示フラグ/自己情報提供不可フラグ/健
診情報の提供同意フラグ）の公開

周知ポイント。

次頁以降で詳細説明。
…

主な周知内容

福祉事務所向けの主な周知実績（1/3）

医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料の公開

健診情報の登録における電子証明書の発行申請に係る周知資料の公開

【事務連絡】総合運用テスト/運用テスト実施のご依頼

【事務連絡】資格情報等の初回登録に係るご依頼

【事務連絡】資格情報等の修正に係るご依頼

【事務連絡】健診情報のデータ整備に係る事前周知

医療扶助のオンライン資格確認に関する周知ガイドライン説明資料の公開
（福祉事務所から地域医療機関等への説明資料）

資格情報等の登録手引き/データ整備のチェックリストの公開

【事務連絡】外部接続テスト（本番環境）実施のご依頼

健診情報の登録におけるユーザ申請に係るアンケートの実施

資格情報等のデータ整備完了報告フォームの公開

周知時期

令和５年７月

令和５年８月

令和５年９月

令和５年11月

2
福祉事務所⇒医療機関等への

導入促進

1
福祉事務所による資格情報等の

真正性確保の働きかけ
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.4. 福祉事務所向けの周知実績

前頁の続き。

令和５年12月

周知ポイント。

次頁以降で詳細説明。
…

主な周知内容

福祉事務所向けの主な周知実績（2/3）

【事務連絡】全件J-LIS照会後の資格情報等登録に係るご依頼

外部接続テスト（本番環境）（健診情報）計画書の公開

【事務連絡】外部接続テスト（本番環境）（健診情報）実施のご依頼

外部接続テスト（本番環境）（健診情報）セットアップ資材（正式
版）の提供

運用テスト（健診情報）計画書の公開

運用テスト（健診情報）仕様書（一式）の公開

【事務連絡】検証運用開始に伴う対応のご依頼

健診情報登録テスト計画書の公開

特定健診・保健指導システム操作手順書【運用編】＜福祉事務所用＞
の公開

健診情報における本人情報の確認方針及び手順に係る資料の公開

健診情報の本人情報確認に向けた対応に係るアンケートの実施

【事務連絡】健診情報の登録に当たっての対応のご依頼

【事務連絡】運用開始に伴う対応のご依頼

周知時期

令和６年１月

令和６年２月

3
全件J-LIS照会後の資格情報等

の登録・修正方針

4 運用開始前の早期の課題抽出

5
健診情報が確実に

本人情報であることの確認

６ 運用開始の周知



43

2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.4. 福祉事務所向けの周知実績

前頁の続き。

令和６年３月

周知ポイント。

次頁以降で詳細説明。
…

主な周知内容

福祉事務所向けの主な周知実績（3/3）

健診情報のデータ整備完了報告フォームの公開

【事務連絡】健診情報の登録開始のご依頼

福祉事務所向けリーフレット（マイナンバーカードの取得促進・初回登録 
等）の公開

オンライン資格確認実績ログの活用に係る福祉事務所向け手引きの公開

周知時期

８
オンライン資格確認実績ログの活

用の促進

７
被保護者のオンライン資格確認の

利用促進



44

2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.4. 福祉事務所向けの周知実績

前頁の続き。

１ 福祉事務所による資格情報等の真正性確保の働きかけ

背景
• マイナンバーと各種制度情報との紐付け誤りの事例が複数確認されたことを踏まえ、真正性を確保した情報のみを登録す

る仕組みを構築し、誤った情報を登録させないことが肝要である。

2 福祉事務所⇒医療機関等への導入促進

背景
• 医療扶助のオンライン資格確認への理解が不足している医療機関等が存在しており、医療機関等でオンライン資格確

認の導入が進んでいない。

対応
• 福祉事務所が地域の医療機関・薬局に対して説明を行う際に活用できるガイドライン資料を福祉事務所向けポータルサ

イトにおいて公開し、医療機関等における医療扶助のオンライン資格確認の理解を深め、導入の推進を図った。

対応

• 各福祉事務所において、正確な資格情報等を中間サーバー等に登録することができるよう、登録に当たっての確認のポイン
ト・注意事項、誤登録防止に向けたケース別の対応例等を示した「資格情報等登録の手引き」及び個人番号の真正性
の確保や受給者番号の固定化の徹底等について、自己点検を実施いただくための「データ整備のチェックリスト」を送付。資
格情報等の誤登録防止に向けた対応を確実に実施いただくよう令和５年８月より周知を実施した。

• 令和６年１月以降、下記それぞれのタイミングでJ-LIS照会の実施、また実施に向けた周知を実施した。

➢ 全件J-LIS照会/全件J-LIS照会再突合：照会時点の既存の全登録情報について、住民基本台帳ネットワーク
システムの登録情報と突合。また、１回目で突合結果が不一致だった資格情報等を対象とした再突合を実施。

➢ 3月末J-LIS照会：３月末時点で未導入の福祉事務所のみを対象とし、住民基本台帳ネットワークシステムの登
録情報との突合を実施。

➢ 誤入力チェックシステム’24によるJ-LIS照会/稼働前の差分突合：新規登録情報や既存の全登録情報の変更
時に、住民基本台帳ネットワークシステムの登録情報と自動的に突合を実施。また、稼働直前にそれまで修正され
たデータを対象とした突合を実施。
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.4. 福祉事務所向けの周知実績

前頁の続き。

3 全件J-LIS照会後の資格情報等の登録・修正方針

対応

• 初回登録後の新規資格情報等は全件J-LIS照会の対象とならないため、誤入力チェックシステム‘24の稼働までオンライン
資格確認の対象としない。

• 一方で主要ベンダの仕様上生保システムの情報が自動でオン資連携されるため、福祉事務所の運用回避またはシステム
改修により、新規資格情報等の連携を制御いただく。

• 初回登録後、誤って登録されてしまった新規資格情報についても検知し、対象の福祉事務所へ連絡し、データを削除いた
だく。

背景
• 令和６年１月の全件J-LIS照会後～誤入力チェックシステム‘24迄の期間に新規に登録する資格情報等は、J-LIS照

会による真正性の確保が行えないことを踏まえ、該当機関における新規登録の方針をどのようにするか検討の上、周知する
必要がある。

4 運用開始前の早期の課題抽出

対応

• 令和６年２月13日（火）～２月29日（木）の期間で医療扶助におけるオンライン資格確認の検証運用を実施し、
本番稼働に先駆けて医療扶助のオンライン資格確認を実施する際に発生するであろう運用面およびシステム面での課題
を早期に抽出し、対応策の検討・策定を行った。

• 福祉事務所向けポータルサイトの問合せにおいて、検証運用開始に伴って課題が発生していることを検知した場合は、福
祉事務所の課題として一元管理を行い、他福祉事務所への周知等横展開の検討を行った。

• 検証運用開始以降、委託先医療機関・薬局に受診する際にマイナンバーカードを使用したオンライン資格確認が可能と
なる旨を被保護者へ周知する対応を福祉事務所に依頼した。

背景

• 医療扶助のオンライン資格確認の運用開始に先立って、医療扶助のオンライン資格確認を実施する際に発生するであろ
う運用面およびシステム面での課題を早期に抽出し、対応策の検討・策定を行う必要がある。

• 検証運用開始以降、医療保険者等向け中間サーバーに登録された資格情報等で真正性が確保されている被保護者
につきましては、委託先医療機関・薬局（医療扶助のオンライン資格確認が導入済の場合に限る）において、マイナン
バーカードによる資格確認等が実施可能となることを明に周知する必要がある。
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.4. 福祉事務所向けの周知実績

前頁の続き。

５ 健診情報が確実に本人情報であることの確認

背景

• 医療扶助のオンライン資格確認が導入された後、福祉事務所から特定健診データ収集システムを経由してオンライン資格
確認等システムに被保護者の健診情報が登録されることで、被保護者もマイナポータル上で健診情報の閲覧が可能となる。

• 資格情報と同様に、被保護者の健診情報に紐付く本人情報が正しいものとなっているかを確実に確認した上で、健診情
報を登録する必要がある。

対応

• 資格情報の登録における真正性確保と同様の条件とし、健診情報と資格情報についてキー項目の有無に関わらず、基本
4情報を用いて突合することで整合性を確認することを条件とすることで健診情報が確実に本人情報であることを確認した。

• 健診情報の登録に係る運用確立に向け、福祉事務所システムベンダには令和５年11月、福祉事務所には令和６年３
月に対応方法の周知を実施した。

• 健診情報の本人情報の確認をしていない福祉事務所が登録することを防ぐため、実際に健診情報の本人情報の確認が
完了した時点（令和６年４月以降）で、本人情報の確認が完了した旨の報告を求めた。

６ 運用開始の周知

背景
• 令和６年３月１日、医療扶助のオンライン資格確認の運用が開始され、被保護者本人がマイナポータル画面で、資格

情報や医療券・調剤券情報等の閲覧が可能となる。
• 各福祉事務所に対して、運用開始に当たっての留意事項を改めて周知する必要がある。

対応

• 被保護者が医療扶助のオンライン資格確認を導入済みの委託先医療機関等で受診する際、マイナンバーカードを使用し
たオンライン資格確認が可能となることに加えて、被保護者がマイナポータルにおいて資格情報等の閲覧が可能となる旨を
被保護者へ改めて周知するよう福祉事務所にお願いした。

• 被保護者が委託先医療機関等で資格確認を行う際には、原則としてマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うこ
とに加えて、被保護者のマイナンバーカードの取得及び初回登録の促進に向けた積極的な働きかけをお願いした。

• 医療扶助のオンライン資格確認が未導入である福祉事務所、委託先医療機関等の場合、または導入済みの福祉事務
所においてオンライン資格確認の対象外となる被保護者がいる場合、委託先医療機関等及び被保護者に対して、紙の医
療券・調剤券による運用を継続するとともに、委託先医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードによる資格確認が利
用できないこと、また、被保護者のマイナポータルでの資格情報等の閲覧ができない場合があることについて、改めて周知を
お願いした。
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.4. 福祉事務所向けの周知実績

前頁の続き。

８ オンライン資格確認実績ログの活用の促進

背景

• 医療扶助におけるオンライン資格確認等を実施することで、オンライン資格確認時に資格確認の実績が記録（以下、「オ
ンライン資格確認実績ログ」）される。

• オンライン資格確認実績ログを活用することで頻回受診傾向がある被保護者の把握や未委託の医療機関等で資格確認
を行った被保護者の一次スクリーニングに役立つ情報が得られ、早期発見が期待できる。

• 運用開始に伴い、改めて福祉事務所にオンライン資格確認実績ログの活用方法の周知を行う必要がある。

対応

• 令和６年3月、事務福祉事務所向けポータルサイトにオンライン資格確認実績ログの活用に係る福祉事務所向け手引き
を公開した。

• オンライン資格確認実績ログを活用することで、頻回受診傾向がある被保護者や未委託の医療機関等への受診者の一
次スクリーニングに役立つ情報が得られ、早期発見が期待できることを示した。

７ 被保護者のオンライン資格確認の利用促進

背景
• 令和６年３月、医療扶助のオンライン資格確認の運用開始に伴い、被保護者のオンライン資格確認の利用を促進させ

る必要がある。

対応

• 令和５年１月、福祉事務所向けに「福祉事務所向け国民配布用パンフレット」及び「リーフレット案」を配布していたが、
オンライン資格確認の利用開始に合わせて、新たなリーフレットを作成し周知を呼びかけた。

➢ 令和６年3月、事務福祉事務所向けポータルサイトに福祉事務所が被保護者向けに配布するリーフレットを公
開した。

➢ リーフレットは、マイナンバーカード利用のメリットや方法について詳細に説明し、被保護者の利用促進に資する情
報提供を行った。



4848

2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.4. 事業の継続（引継ぎ）
2.5. 本章節に紐づく成果物の一覧
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.1. 医療機関・薬局向け周知広報の対応概要

医療機関向け総合ポータルサイト、医療機関等ONS等から寄せられる医療機関・薬局及びシステムベンダに係る問合せのうち、貴省に
て回答すべきものについて、回答文案の作成を行いました。
また、医療機関・薬局等が円滑にオンライン資格確認を導入できるよう、接続・運用テスト、補助金申請、運用開始等のマイルストンに
沿って、適宜必要な対応についての周知資料の作成を行いました。

医療機関・薬局システムベンダ向けの説明会は電子処方箋に係る説明と合同で開催することで、関係者の負荷軽減を図りました。なお
、合同開催については、個別開催より参加者を増加させることも意図しました。

医療機関・薬局向け周知広報の対応概要

②医療機関・薬局及び
システムベンダの問い合わせ対応

• 医療機関・薬局及びシステムベンダからの
問合せにおいて、貴省にて回答すべきも
のについて、回答文案の作成を行いまし
た。

• 回答文案の作成に当たっては、必要に応
じて、貴省、支払基金、各システムベンダ
等の関係者と協議を行いました。

• また、よくある問合せを分析し、医療機
関・薬局等全体への周知が必要だと判
断した事項については、周知資料への反
映またはFAQの公開を実施しました。

①医療機関・薬局システムベンダ向
け説明会の開催

• 医療機関・薬局システムベンダ向けに「医
療扶助におけるオンライン資格確認の導
入に向けたベンダ向け説明会」資料を作
成しました。

• 上記の資料を基に、オンラインで説明会
を開催しました。なお、説明会は電子処
方箋に係る説明と合同で開催しました。

③周知資料の作成

• 医療機関・薬局及びシステムベンダの各
マイルストンに沿って、適時必要な対応に
ついての周知資料を作成しました。

• 厚生労働省HP、医療機関等向け総合
ポータルサイト、医療機関等ONSといった
各種HPやオンライン請求システム上の
ポップアップを利用し、制度・導入の周知
を実施しました。

医療機関等ベンダ向け説明会資料

ONS問合せ管理表

ONS問合せ管理表 医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.2. 医療機関・薬局システムベンダ向け説明会の開催

医療機関・薬局システムベンダを対象とした「医療扶助におけるオンライン資格確認の導入に向けたベンダ向け説明会」資料を作成しま
した。資料については医療扶助のオンライン資格確認の概要の説明に加え、想定される質疑に対する回答を作成することで医療機関・
薬局システムベンダの理解の醸成を図りました。

医療機関・薬局システムベンダ向け説明会資料の作成

医療扶助のオンライン資格確認の概要 想定質疑応答

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け
説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.2. 医療機関・薬局システムベンダ向け説明会の開催

「医療扶助におけるオンライン資格確認の導入に向けたベンダ向け説明会」資料にて、医療扶助のオンライン資格確認の独自機能の説
明を抽出した「差分」説明資料を作成することで、医療保険のオンライン資格確認との違いを把握しやすくなるように配慮しました。

「差分」説明資料

医療保険のオンライン資格確認との主な差分①～④

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け
説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.2. 医療機関・薬局システムベンダ向け説明会の開催

別のオンライン資格確認関連施策である電子処方箋事業、オンライン診療等と合同で医療機関・薬局システムベンダ向けの説明会を
開催しました。

医療機関・薬局システムベンダ向け説明会の開催形態

• 医療機関等システムベンダ対象者

日程 • 令和５年６月12日

• 支払基金様会議室会場

• 令和５年度スケジュール

• 電子処方箋

• 医療扶助、オン資（オンライン診療等）

• 質疑応答

アジェンダ

• オンライン開催開催方法

• 電子処方箋等の導入に向けた医療機関等ベンダー向け説明会開催名称

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け
説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.3. 医療機関・薬局及びシステムベンダの問い合わせ対応

医療機関向け総合ポータルサイトの問い合わせフォーム、もしくは電話にてコールセンターで受領した問合せについて、一次対応を行って
いる担当者と適宜情報を連携し回答を行いました。

問合せの対応イメージ

医療機関向け
総合ポータルサイト

医療機関等

フォームでの問い合わせ
Q&Aの閲覧

CCチーム

収集した問合わせを
Q&A化し掲載

電話での問い合わせ

■問い合わせフォーム

■Q&Aの閲覧

QA検索の際は、フィルターがけやカテゴリ分類が可能で
あり、オンライン資格確認事業に係る他事業における
QAがある状況でも、容易に本事業に係るQAが検索
できます。

他の医療機関等

類似の問い合わせ

確認

差し替え

フォーム・電話での回答

周知広報
事業者

必要に応じて情報連携

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.3. 医療機関・薬局及びシステムベンダの問い合わせ対応

医療機関等ONSで受領した問合せについては、弊社からの回答文送付を基調にしつつ、補助金等に係る問合せについては、貴省とも
協力して回答文の作成・送付を実施しました。

問合せの対応イメージ

医療機関等ONS

医療機関等
ベンダ

フォームでの問い合わせ
Q&Aの閲覧

ONS

運営事業者

収集した問合わせを
Q&A化し掲載

フォームでの回答

■問い合わせフォーム

■Q&Aの閲覧

他の医療機関等
ベンダ

類似の問い合わせ

確認

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催

周知広報
事業者

必要に応じて情報連携
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.3. 医療機関・薬局及びシステムベンダの問い合わせ対応

医療機関・薬局システムベンダが参加する医療機関等ONS（Webサイト）で受領した医療機関・薬局システムベンダからの問合せのう
ち、多くの医療機関・薬局システムベンダから問合せを受けたもの及び多くの医療機関・薬局システムベンダに関係するものについては、周
知資料やFAQの作成に反映し、マス周知（全ての医療機関・薬局システムベンダ向け）を実施しました。

FAQ公開イメージ

周知連絡イメージ

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.4. 周知資料の作成

医療扶助のオンライン資格確認の運用開始に向け、医療機関・薬局が制度を理解した上で導入を推進出来るように、厚生労働省HP
、医療機関等向け総合ポータルサイト上で「医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き」を公開しました。また、
医療扶助のオンライン資格確認導入に関する説明をシステムベンダから医療機関・薬局へ実施いただくことを目的とし、医療機関等
ONSでも当該資料が公開された旨の周知を行いました。

医療扶助のオンライン資格確認導入の周知

導入に係る対応説明 補助金に係る対応説明

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.4. 周知資料の作成

前頁続き。

各HPでの医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き公開

厚生労働省HP

医療機関等ONSでの周知

医療機関等向け総合ポータルサイトでの周知

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.4. 周知資料の作成

令和６年３月１日の運用開始に向けて、同年２月13日から開始した検証運用の周知を、医療機関等向け総合ポータルサイト・医
療機関等ONS上で発出しました。運用開始前に運用面やシステム面での課題を早期に検知し適切な対応策を検討・実施するため、
参加実施対象の医療機関等に対して案内を送付しました。

検証運用開始に係る周知

医療機関等ONSでの周知医療機関等向け総合ポータルサイトでの周知

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.4. 周知資料の作成

令和６年３月１日の運用開始に向けて事務連絡の発出や、医療機関等向け総合ポータルサイト・医療機関等ONS上での周知を行
いました。
医療扶助のオンライン資格確認等導入に伴う業務の流れ及び留意事項を改めて示し、医療機関・薬局及びシステムベンダが円滑にオ
ンライン資格確認を導入できるよう対応しました。

運用開始に係る周知

事務連絡

医療機関等ONSでの周知

医療機関等向け総合ポータルサイトでの周知

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.4. 周知資料の作成

医療扶助のオンライン資格確認等システムについて、医療機関等運用テストに係る周知を行いました。
医療機関等ONS上にお知らせを掲載し、テスト計画書・テストシナリオ等を提示することで医療機関等におけるテストが円滑に進むよう
対応しました。

医療機関等における運用テストについて

医療機関等ONSでの周知

医療機関等運用テスト計画書

医療機関等運用テストシナリオ

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.4. 周知資料の作成

医療扶助のオンライン資格確認に係る助成金について周知を行いました。
補助金に係る説明資料や申請に必要な資料を医療機関等向けポータル上に掲載し、医療機関・薬局が補助金を活用して導入推進
出来るよう対応しました。

補助金に関する周知

医療機関等向け総合ポータルサイトでの周知
医療扶助のオンライン資格確認導入に係る指定

医療機関・指定薬局への補助に係る説明

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催
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令和6年3月から、医療扶助のオンライン資格確認が始まります
令和6年3月から、オンライン資格確認の対象者が生活保護受給者の方に拡大します。
保険医療機関・薬局の窓口で、生活保護受給者の医療券・調剤券の資格をオンラインで確認できるようになり、また、診療・薬剤情報、健
診情報等についても、保険医療機関・薬局で閲覧できるようになることで、より良い医療の提供につながります。

医療扶助のオンライン資格確認の導入に係るシステム改修費用については、補助金を利用することが可能です
医療扶助のオンライン資格確認の導入に係る補助金申請の受付を開始しました。
補助金の詳細及び申請方法につきましては、総合ポータルサイトをご確認ください。（総合ポータルサイトトップページ＞オンライン資格確認＞
医療扶助について のメニューから補助金をクリック）

【アンケートのお願い】
医療扶助のオンライン資格確認（詳細は、上記を参照）の導入予定時期について、ご回答をお願いいたします。
• 令和5年12月中に導入予定
• 令和６年１月中に導入予定
• 令和６年２月中に導入予定
• 令和６年３月中に導入予定
• 令和６年度中に導入予定
• 令和７年度以降に導入予定もしくは導入予定時期は未定
• 現時点では導入を検討していない
• 上記以外（アンケート回答に同意しない/本部にて一括で取りまとめている等でわからない）

2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.4. 周知資料の作成

オンライン請求システムのポップアップを利用し、医療扶助のオンライン資格確認が開始することの周知を令和５年９月～令和６年３
月まで月次で実施しました。
また、その際に導入状況に関するアンケートを実施することで、医療機関等の導入進捗を把握し、補助金申請期間の延長等状況に合
わせた対応を推進しました。

医療機関・薬局向け周知

オンライン請求システムポップアップ上での周知・ アンケート文案

②医療機関・薬局及
びシステムベンダの
問い合わせ対応

③周知資料の作成
①医療機関・薬局
システムベンダ向け

説明会の開催

令和6年3月から、医療扶助のオンライン資格確認が始まります
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.5. 医療機関・薬局向けの周知実績

令和５年度の医療機関・薬局（システムベンダ含む）向けの主な周知実績を以下に整理しました。

医療機関等向け周知

令和５年６月 説明会実施

医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き

医療扶助オンライン資格確認開始のお知らせ
システムベンダとの契約調整依頼

導入予定時期の確認アンケート

検証運用開始連絡

医療扶助のオンライン資格確認の概要、補助金制度
等の月次周知

周知ポイント。

次頁以降で詳細説明。
…

医療機関・薬局システムベンダの
理解向上１

主な周知内容

令和５年
９,12,3月

令和５年６月

令和５年６月

令和５年９月
～令和６年３月

令和６年１月

運用開始連絡令和６年２月

検証運用、運用開始からの導入可否確認アンケート令和６年１月

周知対象

システムベンダ

医療機関等

医療機関等

医療機関等/
システムベンダ

医療機関等

医療機関等/
システムベンダ

医療機関等

医療機関等

医療扶助のオンライン資格確認の理
解促進及び導入推進2

本番稼働前の早期の課題抽出３

運用開始の周知４

オンライン請求システムのポップアップ
による導入状況把握及び導入推進５
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.5. 医療機関・薬局向けの周知実績

前頁の続き。

１ 医療機関・薬局システムベンダの理解向上

背景

• 医療扶助のオンライン資格確認への理解が不足している医療機関等に対し、いかに医療扶助のオンライン資格確認の導
入を進めるかが課題としてあった。

• 医療機関・薬局システムベンダ向けに、オンライン資格確認の基盤を活用した電子処方箋等の導入に向けた説明会の開
催が検討されていた。

対応

• 電子処方箋等の導入に向けた説明会の中で医療扶助のオンライン資格確認に関する仕組みの概要の説明を行い、医療
機関・薬局システムベンダの医療扶助のオンライン資格確認の理解向上を図った。

• 医療機関・薬局システムベンダの医療扶助のオンライン資格確認に対する理解向上により、医療機関・薬局における医療
扶助オンライン資格確認の導入を推進した。

２ 医療扶助のオンライン資格確認の理解促進及び導入推進

背景
• 医療扶助のオンライン資格確認の導入にあたって、医療機関・薬局が円滑に導入を進めるためのガイドラインとなる資料を

示す必要があった。

対応
• 厚生労働省HP・医療機関等向け総合ポータルサイトにて、医療扶助のオンライン資格確認の導入の手引きを公開した。
• 医療扶助のオンライン資格確認の導入の手引き内では、医療扶助のオンライン資格確認の概要説明を行い、医療扶助

のオンライン資格確認の導入に必要な作業内容・スケジュールを示した。
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2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.5. 医療機関・薬局向けの周知実績

前頁の続き。

３ 本番稼働前の早期の課題抽出

背景

• 医療扶助のオンライン資格確認の本番稼働に先立って、医療扶助のオンライン資格確認を実施する際に発生するであろう
運用面およびシステム面での課題を早期に抽出し、対応策の検討・策定を行う必要があった。

対応

• 令和６年２月13日（火）～２月29日（木）の期間で医療扶助におけるオンライン資格確認の検証運用を実施し、
本番稼働に先駆けて医療扶助のオンライン資格確認を実施する際に発生するであろう運用面およびシステム面での課題を
早期に抽出し、対応策の検討・策定を行った。

• 検証運用中の医療機関・薬局からの問合せには随時対応することに加え、特に重点的にモニタリングする医療機関・薬局
を選定し、医療機関・薬局から吸い上げた課題に迅速に対応した。

• 医療機関・薬局からの問合せは、一元管理を行い、他医療機関・薬局への周知が必要である場合は横展開を行った。

４ 運用開始の周知

背景

• 令和６年３月１日、医療扶助のオンライン資格確認の運用が開始され、被保護者本人がマイナポータル画面で、資格
情報や医療券・調剤券情報等の閲覧が可能となる。

• 各医療機関・薬局に対して、運用開始に当たっての留意事項を改めて周知する必要があった。

対応

• 被保護者が医療扶助のオンライン資格確認を導入済みの委託先医療機関等で受診する際、マイナンバーカードを使用
したオンライン資格確認が可能となるに伴い、レセプト請求や医療機関等における業務の流れで留意すべきことを改めて
周知した。

• 運用開始に伴い、患者等が持参したマイナンバーカードで受付時に閲覧の同意をしている場合、同意情報登録後の24
時間に限り、医療機関等は薬剤情報、診療情報、処方・調剤情報及び健診情報の閲覧が可能となることを示した。

• 医療扶助のオンライン資格確認を利用するにあたり、医療扶助のオンライン資格確認等導入に係るシステム改修完了後
にオンライン資格確認等システムの設定変更が必要であることを改めて周知した。



66

2. 周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.3.5. 医療機関・薬局向けの周知実績

前頁の続き。

５ オンライン請求システムのポップアップによる導入状況把握及び導入推進

背景

• 医療機関等において医療扶助のオンライン資格確認についての認知度を向上させ、導入を促進させる必要があった。
また、医療機関が実際にいつ導入を検討しているかを把握する必要があった。

• 医療機関等での医療扶助のオンライン資格確導入の早期化策として補助金申請期間の延長を実施した。申請期間の
延長により、補助金申請が間に合わず令和６年度以降の導入とした医療機関等が令和５年度中に導入出来るよう対
応した。

• 上記延長対応について医療機関等に周知する必要があった。

対応

• 厚生労働省HPや医療機関等向け総合ポータルサイトでの周知に加え、オンライン請求システムでのポップアップを利用し
たオンライン資格確認の概要や補助金制度の周知を、令和５年９月～令和６年３月まで月次で実施することにより、
医療機関等の認知向上と導入の促進を図った。

• また、ポップアップ上で導入状況に関するアンケートを実施した。医療機関等の導入進捗を把握することで、補助金申請
期間の延長など状況に合わせた対応を推進した。
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.4. 事業の継続（引継ぎ）
2.5. 本章節に紐づく成果物の一覧
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2. 周知広報
2.4. 事業の継続（引継ぎ）
2.4.1. 引継書の作成

本業務の成果物一式を令和5年度の業務受託者に引継ぎため、本業務の成果物を纏めた「引継書」を作成しました。

引継書
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2. 周知広報
2.4. 事業の継続（引継ぎ）
2.4.2. 引継ぎ対象の成果物

引継ぎ対象とする成果物の一覧は以下の通りです。

成果物の一覧 （１/２）

成果物名

生保オン資_WBS_Ver1.0_20240325

生保オン資_プロジェクト計画書_Ver1.0_20230407

【ご参考】医療扶助のオンライン資格確認導入済医療機関・薬局リスト
（サンプル）

オンライン請求回線の接続手順_Ver1.3

健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料（最新版）

生保オン資_差分表_v4

医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料
_Ver1.1
別紙1 福祉事務所向け国民配布用リーフレット_DV・虐待等被害者の
保護_Ver1.0
別紙2 福祉事務所向け国民配布用リーフレット_健診情報の引継ぎ
_Ver1.0

ネットワーク接続方式に関して_Ver1.7

健診情報の登録における電子証明書の発行申請について_Ver1.0

資格情報等登録の手引き_ver1.2

資格情報等のデータ整備に係るチェックリスト【福祉事務所名を記入してく
ださい】
（福祉事務所向け）医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた医
療機関・薬局向け説明のガイドライン_Ver1.0
加入者情報登録ファイルにおける誤記入例及び記入ルール一覧_第1.1
版

福祉事務所向け手引き_Ver1.6

特定個人情報保護評価（PIA）の手続きについて（「本人確認事務」
確認用）_v3
医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた資格情報等の登録・修
正方針及び全件J-LIS照会結果を受けた対応について（依頼）（更新
版）

成果物名

福祉事務所向け国民配布用リーフレット_マイナンバーカードの取得促
進・初回登録等_Ver1.00
オンライン資格確認実績ログの活用に係る福祉事務所向け手引き
_ver1.00
健診情報における本人情報の確認方針及び手順について_ver1.01
健診情報及び資格情報等の登録に係るベンダ説明会資料
【別添１】異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対
応手順_v1.0
【別添２】誤入力チェックシステム24’の稼働に向けた対応について
_v1.0
医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き
_Ver1.2
医療機関・薬局向けの医療扶助のオンライン資格確認の周知資料
（1枚紙）_Ver1.1
【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（回答明記ver）
_Ver1.0
【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（検証運用に係る周
知）_Ver1.0
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2. 周知広報
2.4. 事業の継続（引継ぎ）
2.4.2. 引継ぎ対象の成果物

前頁続き

成果物の一覧 （２/２）

成果物名

【生保オン資】周知計画書（最終版）_Ver1.00_20240325

引継書_Ver1.0

生保オン資_キックオフミーティング資料_Ver1.0_20230413

【本紙】生保オン資_中間報告資料_Ver.1.00

【別紙】生保オン資_運用開始に向けた課題及び対応状況一覧
_Ver1.00

生保オン資_最終報告会資料_Ver.1.0_20240325

開催要綱_第1回目

議事次第_第1回目

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第１回）資料_1.0版

開催要綱_第2回目

議事次第_第2回目

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第２回）資料_1.0版

生保オン資_中間報告議事録_Ver1.0_20231109

生保オン資_最終報告議事録_Ver1.0_20240325

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第１回）議事録_Ver1.0

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第２回）議事録_Ver1.0

令和５年度報告書_Ver1.0
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.3. 医療機関・薬局向けの周知広報
2.4. 事業の継続（引継ぎ）
2.5. 本章節に紐づく成果物の一覧
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2. 周知広報
2.5. 本章節に紐づく成果物の一覧

本章節「2. 周知広報」に紐づく成果物の一覧を以下に整理しました。

本章節に紐づく成果物の一覧

成果物名

【ご参考】医療扶助のオンライン資格確認導入済医療機関・薬局リスト
（サンプル）

オンライン請求回線の接続手順_Ver1.3

健康増進法に基づく健診情報の登録に係る周知資料（最新版）

生保オン資_差分表_v4

医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料
_Ver1.1

別紙1 福祉事務所向け国民配布用リーフレット_DV・虐待等被害者の
保護_Ver1.0

別紙2 福祉事務所向け国民配布用リーフレット_健診情報の引継ぎ
_Ver1.0

ネットワーク接続方式に関して_Ver1.7

健診情報の登録における電子証明書の発行申請について_Ver1.0

資格情報等登録の手引き_ver1.2

資格情報等のデータ整備に係るチェックリスト【福祉事務所名を記入してく
ださい】

（福祉事務所向け）医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた医
療機関・薬局向け説明のガイドライン_Ver1.0

加入者情報登録ファイルにおける誤記入例及び記入ルール一覧_第1.1
版

福祉事務所向け手引き_Ver1.6

特定個人情報保護評価（PIA）の手続きについて（「本人確認事務」
確認用）_v3

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた資格情報等の登録・修
正方針及び全件J-LIS照会結果を受けた対応について（依頼）（更新
版）

成果物名

福祉事務所向け国民配布用リーフレット_マイナンバーカードの取得促進・
初回登録等_Ver1.00
オンライン資格確認実績ログの活用に係る福祉事務所向け手引き
_ver1.00

健診情報における本人情報の確認方針及び手順について_ver1.01

健診情報及び資格情報等の登録に係るベンダ説明会資料
【別添１】異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対応手
順_v1.0
【別添２】誤入力チェックシステム24’の稼働に向けた対応について_v1.0
医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き
_Ver1.2
医療機関・薬局向けの医療扶助のオンライン資格確認の周知資料（1
枚紙）_Ver1.1

【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（回答明記ver）_Ver1.0

【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（検証運用に係る周知）
_Ver1.0

【生保オン資】周知計画書（最終版）_Ver1.00_20240325

引継書_Ver1.0
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3章：運用課題検討
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3. 運用課題検討
3.1. 前提事項
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.3. 本章節に紐づく成果物の一覧



75

3. 運用課題検討
3.1. 前提事項
3.1.1. 運用課題検討の考え方

令和５年度は、10月から資格情報等の登録が開始され、3月から医療扶助のオンライン資格確認の運用開始されることを踏まえ、医
療扶助のオンライン資格確認導入後における福祉事務所及び医療機関等の運用整理、福祉事務所、医療機関等、被保護者の導
入推進、資格情報及び健診情報の誤登録防止に係る対応の3軸で課題検討を実施しました。

運用課題検討の考え方

運用課題検討の要点

• 医療扶助のオンライン資格確認導入における運用課題の検討にあたっては、課題に対
して検討の優先度を付けて、検討スケジュールに落とし込むことが肝要であり、優先度
を付与する際には、その課題の解決がインプットとなるマイルストン・成果物を考慮す
ることが肝要。

検討作業の分割（優先順位付け） 検討事項の整理 検討内容の反映先（インプット先）

• 運用課題検討配下の３つに大別した。

✓ A：医療扶助のオンライン資格確
認導入後における福祉事務所及
び医療機関等の運用整理に資す
る検討

✓ B：福祉事務所、医療機関等、
被保護者の導入推進に資する検
討

✓ C:資格情報及び健診情報の誤
登録防止に資する検討

• 福祉事務所におけるマイナンバーカード
を持たない被保護者への対応、医療機
関等の窓口における資格確認方法等、
実運用での課題検討を実施する。

• 主に周知資料・オンライン資格確認の導入
を前提とした運用課題を整理した報告書に
検討内容を反映（インプット）する。

A

• 未導入の福祉事務所、医療機関等、
被保護者の導入に係るボトルネック等
の課題検討を実施する。

• 主にアンケート、問合せ等で各ステークホルダ
のボトルネックを把握の上、適宜ポータルサイ
トのFAQ、周知資料掲載、国民向けリーフ
レットに検討内容を反映（インプット）する。

• 資格情報及び健診情報の誤登録を防
止するための対策の検討をする。

• 主に、データ登録の基本方針及び誤登録
防止に係る周知資料、データ整備のチェック
リスト、データ整備完了の報告を実施により
検討内容を反映（インプット）する

B

C

A

B

C
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3. 運用課題検討
3.1. 前提事項
3.1.2. 運用課題検討の考え方

運用課題検討にあたっては、本PJT（貴省・弊社）だけでなく、医療扶助のオンライン資格確認の関係者から、幅広く課題及び対応方
針への意見を収集し、彼らの意見も踏まえた対応案を策定しました。

また、運用課題検討の検討結果は、本PJT内部向けの資料（WG資料、中間報告資料、最終報告資料）及び外部機関向け資料
（福祉事務所及び医療機関等向けに公開する資料）の2系統で整理しました。

運用課題検討の進め方

課題の抽出

対応方針の検討
/決定

アウトプット

PJT定例会議 支払基金定例会議 WG WO向けポータルサイト 各調整先とのQA表

・厚生労働省（ACN含む） ・厚生労働省（ACN含む）
・支払基金（ベンダ含む）

・厚生労働省（ACN含む）
・三師会
・自治体
・支払基金（ベンダ含む）

・厚生労働省（ACN含む）
・自治体

・厚生労働省（ACN含む）
・自治体ベンダ
・支払基金ベンダ
・デジタル庁

● ● ● 

PJT定例会議

・厚生労働省（ACN含む）

・各チャネルから抽出した課題を整理し、
論点の確認、インプットの共有を行う
・対応方針を検討し、具体の対応案
を決定する
※適宜支払基金定例会議で意見収
集を行う

支払基金定例会議

・厚生労働省（ACN含む）
・支払基金（ベンダ含む）

・特に支払基金システムの仕様、医療
機関・薬局における運用に影響する課
題について、対応方針のディスカッショ
ンを行う
・全体で合意が取れたものを対応案と
して決定する

外部機関向け資料 ※福祉事務所、医療機関・薬局向けに公開する資料本PJT内部向け資料 ※主な運用課題の検討経緯を整理することが趣旨
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3. 運用課題検討
3.1. 前提事項
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.3. 本章節に紐づく成果物の一覧
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.1. 検討経緯/検討結果の取り纏め方針

運用検討課題のうち、福祉事務所及び医療機関・薬局に公開するものについては、各ステークホルダ向けの周知資料内（医療機関
等向け手引き、資格情報等登録の手引き、健診情報の本人情報の確認の手引き 等）に整理しています。

本章節では、本PJT内部向けの運用課題の検討経緯・検討結果（WG、中間報告、最終報告で整理した内容）を整理します。

本章節で整理する運用課題

課題の抽出

対応方針の検討
/決定

アウトプット

PJT定例会議 支払基金定例会議 WG WO向けポータルサイト 各調整先とのQA表

・厚生労働省（ACN含む） ・厚生労働省（ACN含む）
・支払基金（ベンダ含む）

・厚生労働省（ACN含む）
・三師会
・自治体
・支払基金（ベンダ含む）

・厚生労働省（ACN含む）
・自治体

・厚生労働省（ACN含む）
・自治体ベンダ
・支払基金ベンダ
・デジタル庁

● ● ● 

PJT定例会議

・厚生労働省（ACN含む）

・各チャネルから抽出した課題を整理し、
論点の確認、インプットの共有を行う
・対応方針を検討し、具体の対応案
を決定する
※適宜支払基金定例会議で意見収
集を行う

支払基金定例会議

・厚生労働省（ACN含む）
・支払基金（ベンダ含む）

・特に支払基金システムの仕様、医療
機関・薬局における運用に影響する課
題について、対応方針のディスカッショ
ンを行う
・全体で合意が取れたものを対応案と
して決定する

外部機関向け資料 ※福祉事務所、医療機関・薬局向けに公開する資料本PJT内部向け資料 ※主な運用課題の検討経緯を整理することが趣旨
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の一覧

本PJT内部向けの主な運用課題の検討経緯・検討結果と、令和５年度における対応状況を以下に整理しました。

主な運用課題の検討経緯・検討結果の一覧（１/９）

# 対象 課題分類 課題・検討事項 対応方針/検討結果 対応状況

1 福祉事務所 導入推進
福祉事務所向けポータルサイトを有効に活用できて
おらず、制度理解・導入作業が滞っている自治体が
存在する。

福祉事務所向けアンケートや問合せを踏まえ、
ポータルサイト上での作業の全体像を示した
ページの新設や、問合せいただきたいケースの
周知により、作業が滞っている自治体・福祉事
務所の理解促進を図る。

完了

2 福祉事務所 導入推進
導入推進の大幅な遅延が見込まれる自治体が存
在する。

福祉事務所向けアンケートに基づき、導入が
進んでいないと思われる福祉事務所には個別
連絡し、対応状況ヒアリングのうえで、必要とな
る対応についてのフォローを行う。

完了

3 福祉事務所 導入推進
導入作業を把握できず、どのベンダにどの範囲の依
頼をするべきなのか分からない自治体が存在する
（特にネットワーク対応）。

ネットワークや各システム、統合専用端末等の
各ベンダへの依頼事項や、連携対象の資料を
示したFAQを作成し、公開する。

完了

4 福祉事務所 導入推進
福祉事務所向けアンケートに未回答の自治体につ
いては導入推進状況が把握できない。

未回答の福祉事務所に個別連絡による回答
リマインドにより、全福祉事務所からの回答を
得ることで、課題把握・導入支援に繋げる。

完了
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の一覧

前頁の続き

主な運用課題の検討経緯・検討結果の一覧（２/９）

# 対象 課題分類 課題・検討事項 対応方針/検討結果 対応状況

5

医療機関等 導入推進
医療機関・薬局については、令和5年度から周知を
開始するため、制度・導入作業への理解促進に向
け、効果の高い周知を実施する必要がある。

厚生労働省HP・医療機関等向けポータルサ
イトにおいて導入の手引きを公開することで、
医療扶助のオンライン資格確認の導入に向け、
制度・導入作業・補助金等の概要についての
周知を実施する。

完了

6

福祉事務所が地域の医療機関・薬局に対し
て説明を行う際に活用できるガイドライン資料
を公開し、医療機関・薬局の理解促進を図る
（医療機関等向けの手引きを基に説明時の
ポイントを示したもの） 。

完了

7

オンライン請求システムのポップアップを用いた周
知を月次で実施することで、医療機関・薬局
の医療扶助のオンライン資格確認についての
認知機会を増やす（なお、当該周知は他のオ
ンライン資格確認関連施策と同時に行うことで、
医療機関・薬局の確認負荷を軽減を図ってい
る）。

完了

8
福祉事務所シス

テムベンダ
導入推進

システム改修対応においてベンダが課題を抱える場
合に、課題解消策を講じる必要がある。

システム改修対応に課題があるとみられる福祉
事務所ベンダに対し、個別ヒアリングによる課題
把握を行った上で、疑問点の解消・個別フォ
ローを行うことで、課題解消に繋げる。

完了
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の一覧

前頁の続き

主な運用課題の検討経緯・検討結果の一覧（３/９）

# 対象 課題分類 課題・検討事項 対応方針/検討結果 対応状況

9
福祉事務所シス

テムベンダ
導入推進

システム改修を対応いただくうえで必要な情報を迅
速・正確に把握いただくことが必要である。

福祉事務所向けポータルサイトへのベンダ登録
を促し、サイト上でベンダの種類に応じて見るべ
きお知らせを示したリンク集を公開することで、
自治体を介さずに、ベンダが導入作業について
把握できる機会を作る。

完了

10
医療機関等シス

テムベンダ
導入推進

パッケージソフト改修の要件を理解いただいた上で、
改修対応を確実に実施いただく必要がある。

パッケージソフトの詳細な改修内容及び範囲
等について、令和4年9月に技術解説書を公
開するとともに、説明会を昨年12月と本年６
月の２回開催することで、ベンダへの早期周知
を図る。

完了

11
医療機関等シス

テムベンダ
導入推進

医療扶助のオンライン資格確認に係る改修をスケ
ジュール通りに対応いただく必要がある。

ベンダへの個別の課題のヒアリングや、合同の
説明会において、他のオンライン資格確認関連
施策（電子処方箋等）との同時の導入作業
が可能であり、導入に係る作業負担軽減の可
能性があることを説明する。

完了

12

福祉事務所 誤登録防止
資格情報の登録を開始するための事前対応事項
（外部接続テスト、データ整備のチェックリスト等）を
完了していない自治体が存在する。

対応状況の報告フォームの回答に基づき、導
入が進んでいないと思われる福祉事務所には
個別連絡し、対応状況をヒアリングし、フォロー
を行う（対応事項や解説資料の連携等）。

完了

令和５年12月６日時点で、資格情報の登
録を開始するための事前対応事項を完了して
いない自治体向けに、令和６年３月（予
定）に全件J-LIS照会を実施するとともに、本
年度中の資格情報の登録が促進するよう、該
当福祉事務所に対して周知（被保護者のマ
イナンバーカード取得促進の周知を含む）を行
う。

完了
13
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の一覧

前頁の続き

主な運用課題の検討経緯・検討結果の一覧（４/９）

# 対象 課題分類 課題・検討事項 対応方針/検討結果 対応状況

14

医療機関等 導入推進
現時点で導入を予定していない医療機関・薬局が
約38％存在している。

他のオンライン資格確認関連施策との同時導
入のモデルケースや、医療DX施策の全体像・
メリットを示すことで、医療扶助のオンライン資
格確認についても導入検討いただけるよう周知
を実施する。

完了

15

自治体・福祉事務所に対して、地域の医療機
関・薬局に医療機関等向けの会議、地区医
師会等関係団体との打ち合わせでの資料配
付等（各自治体の実情を踏まえた周知方法
を想定）を行っていただくよう周知を実施する。

完了

16

福祉事務所 誤登録防止
個人番号等の紐づけ誤りの誤登録を防止するため
に、資格情報等の真正性をどのように確保するか
（大方針の決定）

各福祉事務所でデータ整備を実施いただくよう
チェックリストの対応依頼を実施する。

完了

17
J-LIS照会を行い、中間サーバーに登録する
資格情報の真正性を確保する。

完了
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の一覧

前頁の続き

主な運用課題の検討経緯・検討結果の一覧（５/９）

# 対象 課題分類 課題・検討事項 対応方針/検討結果 対応状況

18

福祉事務所 誤登録防止
真正性確保の大方針を推進するに当たり、想定さ
れる課題として、初回登録後の資格情報の新規登
録の登録方針をどうするか。

初回登録後の更新データはチェック’24稼働ま
でオンライン資格確認の対象としない方針とす
る。

完了

19
誤って登録されてしまった新規資格情報を検
知し、対象の福祉事務所へ連絡、データを削
除いただく方針とする。

完了

20 福祉事務所 誤登録防止
健診情報について、確実に本人情報である確認をど
のように確保するか

資格情報と同様に基本4情報による突合によ
るデータ整備を呼びかける。また、実際に健診
情報の本人情報の確認が完了した時点での
報告を求める。

完了

21 医療機関等 導入推進
医療扶助のオンライン資格確認への理解が不足して
いる医療機関等に対し、いかに導入を進めるか。

周知計画に沿った周知を行うとともに、アンケー
ト/ヒアリング等で把握した課題を踏まえた、効
果的な周知や個別フォローを継続実施する。

完了

22 福祉事務所 導入推進
医療扶助のオンライン資格確認への理解が不足して
いる福祉事務所に対し、いかに導入を進めるか。

福祉事務所全体に向けて、導入における作業
全体の概要や各作業の手順に係る周知を福
祉事務所向けポータルサイトで行う。
また、福祉事務所向けアンケートに基づき導入
に大幅な遅延が見込まれる福祉事務所に対し
ては個別アプローチを実施する。

完了
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の一覧

前頁の続き

主な運用課題の検討経緯・検討結果の一覧（６/９）

# 対象 課題分類 課題・検討事項 対応方針/検討結果 対応状況

23 福祉事務所 導入推進
資格情報等の初回登録が開始された中、いかに福
祉事務所の登録を増やすか。

最新の福祉事務所の課題をアンケート/ヒアリ
ングで把握し、各福祉事務所の対応状況に
沿ったアプローチを継続実施する。

完了

24 医療機関等 導入推進
導入意欲はあるが、令和６年度以降の導入予定と
している医療機関・薬局に対して、どのように導入時
期を早めさせるか。

補助金申請期間の延長について、オンライン請
求ポップアップ及び医療機関等向け総合ポータ
ルサイトを利用して補助金申請について周知す
る。

完了

25 被保護者 導入推進
被保護者のオンライン資格確認利用の促進をどのよ
うに促すか。

福祉事務所が被保護者向けに配布するリーフ
レットを作成する。リーフレットは、マイナンバー
カード利用のメリットや方法について詳細に説
明し、被保護者の利用促進に資する情報提
供を行う。

完了
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の一覧

主な運用課題の検討経緯・検討結果の一覧（７/９）

# 対象 課題分類 課題・検討事項 対応方針/検討結果 対応状況

26 福祉事務所 運用整理
被保護者ごとのマイナンバーカードの初回登録状況
を把握していない場合、どの被保護者に対して、紙
の医療券/調剤券の発行が必要か判断できない。

マイナンバーカードの初回登録は、顔認証付き
カードリーダーの画面操作でも可能であり、福
祉事務所が仮に紙の医療券/調剤券を発行し
なかった場合であっても、被保護者が医療機
関・薬局に訪れた際に、初回登録を行うことが
できる。
令和６年２月下旬にマイナンバーカード保険
証利用登録（初回紐付）状況ファイルが各
福祉事務所へ配信を実施。また、令和６年
４月以降にも順次、当該ファイルの配信を予
定（四半期に１回の頻度で支払基金から福
祉事務所の統合専用端末へ配信）しており、
被保護者ごとのマイナンバーカードの初回登録
状況の把握が可能となっている。当該ファイルを
参考に、紙の医療券/調剤券の発行要否の判
断できるため、マイナンバーカードの発行及び初
回登録を行うよう被保護者への周知を実施い
ただく。
なお、令和6年10月下旬頃に初回登録状況
を随時確認できる機能リリースを予定している。

完了

27 福祉事務所 運用整理

保険者による手続き漏れにより、制度上医療扶助と
の資格重複がない医療保険（市町村国保、国民
健康保険組合、後期高齢者医療保険）に加え、
前回居住していた地域の福祉事務所との資格重複
が発生する可能性があるため、当該ケースに関する
対応を周知する必要がある。

中間サーバー等に登録されている加入者資格
情報について、資格重複していないか確認する
チェックを定期実施（月２回）し、統合専用
端末又は生活保護システム（レセプト管理シ
ステム）にチェック結果を通知する。チェック結
果を基に、修正要否の識別及びデータの修正
対応を実施いただく。

完了

前頁の続き
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の一覧

主な運用課題の検討経緯・検討結果の一覧（８/９）

# 対象 課題分類 課題・検討事項 対応方針/検討結果 対応状況

28 福祉事務所 運用整理

委託先医療機関・薬局が医療扶助におけるオンライ
ン資格確認を導入していない場合、オンライン資格
確認ができないため、紙の医療券/調剤券を発行す
る必要がある。

厚生労働省HPで、「医療扶助のオンライン資
格確認の環境設定済み」の医療機関・薬局の
リスト（月次更新）を公開する。
本一覧を利用しつつ、適宜、委託先医療機
関・薬局に対し、福祉事務所からの個別連絡
等により導入状況を把握いただくことを想定。

完了

29 福祉事務所 その他
オンライン資格確認時に、本人とは別の被保護者の
資格情報が返却された場合（個人番号の紐づけ
誤り）の対応について周知する必要がある。

紐づけ誤りが発生した場合は、直ちに当該被
保護者の資格情報を修正するようにご対応い
ただくとともに、厚生労働省宛に別途報告を実
施いただくこととする。

完了

30 医療機関等 運用整理
オンライン資格確認時に、被保護者の資格情報が
返却されない場合の医療機関・薬局の対応について
周知する必要がある。

医療機関・薬局でオンライン資格確認での資
格情報が確認できない場合は、紙の医療券/
調剤券で資格確認を行っていただくもしくは福
祉事務所への架電で資格確認を実施いただく。
※当該対応は現行運用と同様であり、既に周
知済み

完了

32 被保護者 運用整理
被保護者がマイナンバーカードの初回登録を実施し
ておらず、オンライン資格確認が実施できない場合の
対応について周知する必要がある。

被保護者が初回登録を実施していない場合
は、医療機関・薬局の顔認証付きカードリー
ダーを操作して実施することも可能。
適宜福祉事務所が紙の医療券/調剤券を発
行し、被保護者に提供を行うことも可。
また、被保護者へは、マイナンバーカードでのオ
ンライン資格確認は初回登録の手続きが必要
である旨を福祉事務所から周知いただくよう呼
び掛ける（被保護者向けに周知するための
リーフレットを福祉事務所に提供済み）。

完了

前頁の続き



87

3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の一覧

主な運用課題の検討経緯・検討結果の一覧（９/９）

# 対象 課題分類 課題・検討事項 対応方針/検討結果 対応状況

32 医療機関等 運用整理

オンライン資格確認時に、社会保険状況フラグと保
有する資格情報に不整合があった場合や制度上医
療扶助との資格重複がない医療保険（市町村国
保、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険）
や医療扶助の資格重複を確認した場合、医療機
関・薬局の対応について周知する必要がある。

福祉事務所（または医療保険者）のいずれ
かへ架電し、当該被保護者が保有する資格
情報を確認していただく。正しい資格情報を確
認した後は、適切なレセプト請求先へ請求手
続きを行っていただく。
※当該対応については、医療機関等向けオン
ライン資格確認等システム運用マニュアルで周
知済

完了

33 医療機関等 その他

オンライン資格確認等システムでは、医療機関等単
位で医療扶助情報の利用有無を管理しており、通
常は医療扶助情報利用有無区分で制御されるが、
災害時医療情報閲覧機能では例外的に制御しな
い方針を検討する必要がある。
※医療扶助情報利用有無区分（利用する）の場
合：医療扶助の資格情報等が存在すれば検索結
果に応じて返却する
※医療扶助情報利用有無区分（利用しない）の
場合：医療扶助の資格情報等が存在しても返却
しない

災害時医療情報閲覧機能（大規模災害時
に氏名や住所などから資格を確認したうえで、
特定健診・薬剤情報を閲覧する機能）におい
ては、機能目的を考慮し例外的に医療扶助
情報利用有無区分で制御しない方針とする。

完了

前頁の続き
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.3. 検討経緯/検討結果の詳細：誤登録防止に係る対応方針（1/3）

①：完了

• 各福祉事務所において、正確な資格情報等を中間サーバー等に登録することができるよう、登録に当たっての確認のポイント・注意事項、誤登録防止に
向けたケース別の対応例等を示した「資格情報等登録の手引き」及び個人番号の真正性の確保や受給者番号の固定化の徹底等について、自己点検
を実施いただくための「データ整備のチェックリスト」を送付。資格情報等の誤登録防止に向けた対応を確実に実施いただくよう令和５年８月より周知を実
施。

②：一部完了（５月７日の誤入力チェックシステム’24稼働をもって完了予定）

• 令和６年１月以降、下記それぞれのタイミングでJ-LIS照会の実施、また実施に向けた周知を実施。

• 全件J-LIS照会/全件J-LIS照会再突合：照会時点の既存の全登録情報について、住民基本台帳ネットワークシステムの登録情報と突合。
また、１回目で突合結果が不一致だった資格情報等を対象とした再突合を実施。→実施済み

• ３月末J-LIS照会：３月末時点で未導入の福祉事務所のみを対象とし、住民基本台帳ネットワークシステムの登録情報との突合を実施。
→ 3月23日、24日実施予定

• 誤入力チェックシステム’24によるJ-LIS照会/稼働前の差分突合：新規登録情報や既存の全登録情報の変更時に、住民基本台帳ネットワー
クシステムの登録情報と自動的に突合を実施。また、稼働直前にそれまで修正されたデータを対象とした突合を実施。→５月７日に稼働予定

対応結果

• 個人番号等の紐づけ誤りの誤登録を防止す
るために、資格情報等の真正性をどのように
確保するか方針の検討が必要

運用課題

① 福祉事務所にデータ整備に係るチェックリストを配布し、その提出を求めることで、個人番
号等の正確な紐づけといった資格情報等の真正性に対する意識づけを実施。

② 福祉事務所の対応状況に合わせて下記J-LIS照会を行い、中間サーバーに登録する資
格情報等データの真正性を確保。

• 全件J-LIS照会/全件J-LIS照会再突合
→【パターン１】（初回登録期間に登録実施）の福祉事務所対象

• ３月末J-LIS照会
→【パターン２】（３月末のJ-LIS照会までに登録実施）の福祉事務所対象

• 誤入力チェックシステム’24によるJ-LIS照会/稼働前の差分突合
→【パターン３】（３月末のJ-LIS照会までに登録実施無し）含め全福祉事務所
対象

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.3. 検討経緯/検討結果の詳細：誤登録防止に係る対応方針（2/3）

資格情報等のデータ整備に係る周知資料

資格情報等のデータ整備に係るチェックリスト
【福祉事務所名を記入してください】.xlsx

【事務連絡】医療扶助のオンライン資格確認における

資格情報等の登録に当たっての対応依頼について
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.3. 検討経緯/検討結果の詳細：誤登録防止に係る対応方針（3/3）

J-LIS照会実施スケジュール

J-LIS照会に係る実施周知資料

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向け
た資格情報等の登録 ・修正方及び全件J-
LIS照会結果を受けた対応について（依頼）

【事務連絡】医療扶助のオンライン資格
確認等の導入に向けた資格情報等の登
録・修正方針及び全件J-LIS照会結果
を受けた対応について（依頼）
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の詳細：誤登録防止に係る課題及び対応方針（1/2）

①：完了

• ベンダへのヒアリング/合同説明会による仕様確認を進め、既存仕様活用による福祉事務所の運用回避、システム改修によりオン資連携を停止できるよう調
整のうえ、令和６年１月に周知を実施。

②：完了

• 初回登録後、誤って登録されてしまった新規資格情報がないか確認を実施。新規資格情報が検知された場合は、対象の福祉事務所を閲覧停止とし、該
当のデータを削除していただくよう連絡する。

対応結果

• #1の資格情報等の真正性確保の大方針を
推進するに当たり、想定される課題として初回
登録後の資格情報の新規登録（新規被保
護者等）の登録方針をどうするか検討が必要。

中間報告時点での課題

① 初回登録後の新規資格情報等は全件J-LIS照会の対象とならないため、チェック’24稼働
までオンライン資格確認の対象としない。
一方で主要ベンダの仕様上生保システムの情報が自動でオン資連携されるため、福祉事
務所の運用回避またはシステム改修により、新規資格情報等の連携を制御いただく。

② 初回登録後、誤って登録されてしまった新規資格情報についても検知し、対象の福祉事務
所へ連絡し、データを削除いただく。

対応アプローチ

資格情報等の修正

【パターン1】

10-12月 令和６年１月 ２月 ３月 ４月

マイルストン
▼全件J-LIS照会
（1/21~1/23）

▼誤入力チェックシステム’24稼働
（5/7予定）

▼全件J-LIS照会再突合
（2/10~2/11）

【パターン2】

資格情報等の新規登録
資格情報等の
新規登録

【パターン3】
資格情報等の

初回/新規登録・修正

▼J-LIS照会
（3/23~3/24予定）

5月

資格情報
初回登録

修正

事前対応
実施・

完了報告

9月以前

事前対応実施・
完了報告・初回登録/修正

資格情報等の修正

資格情報等の
新規登録

資格情報等の新規登録

事前対応実施・
完了報告

資格情報等の修正

資格情報等の修正

福祉事務所パターン別スケジュール
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.2. 検討経緯/検討結果の詳細：誤登録防止に係る課題及び対応方針（2/2）

新規被保護者のデータ登録に係る方針周知

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた資格情報等の登録 ・
修正方及び全件J-LIS照会結果を受けた対応について（依頼）

【重要！】全件J-LIS照会以降のデータ登録に係る注意
【福祉事務所向けポータルサイト掲載お知らせ】
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.3. 検討経緯/検討結果の詳細：健診情報が確実に本人情報であることの確認方針（1/2）

①：完了

• 資格情報の登録における真正性確保と同様の条件とし、健診情報と資格情報についてキー項目の有無に関わらず、基本4情報を用いて突合するこ
とで整合性を確認することを条件とすることで健診情報が確実に本陣情報であることを確認。
健診情報の登録に係る運用確立に向け、ベンダには令和５年11月に、福祉事務所には令和6年3月に対応方法の周知を実施。

• 健診情報の本人情報の確認をしていない福祉事務所が登録することを防ぐため、実際に健診情報の本人情報の確認が完了した時点（令和６年４
月以降）で、本人情報の確認が完了した旨の報告を求める。

対応結果

• 健診情報について、確実に本人情報である
確認をどのように確保するか検討が必要。

中間報告時点での課題

① 確実に本人である健診情報を登録いただくために、「キー項目（公費負担者番号・受給
者番号、宛名番号、ケース番号/世帯員番号等）の有無に関わらず、基本４情報を突
合することを条件に登録を認めることとする。」という健診情報の登録方針を定め、福祉事
務所に周知を行う。

対応アプローチ

健診機関 自治体の保健部局等 福祉事務所 実施機関（支払基金）

被保護者 健診機関 自治体
（健康管理システム）

福祉事務所
福祉事務所

システム

特定健診等デー
タ収集システム等/
オンライン資格確

認等システム

＜XMLファイル＞

健診情報
の取込

医療機関等／マイナポータル／NDB

医療機関等
システム

健診情報 医師等

被保護者マイナポータル

NDB 研究者等

健診情報健診
情報

健診
情報

随時登録
用データ

NDB連携
用データ

資格
情報

• 健診情報について、資格情報との一致確認により確実に本人情
報であることを確認する必要がある

• 健診情報における本人情報の確認が完了し、初めて健診情報を
登録するタイミングで厚生労働省へ申告する。

福祉事務所における健診情報登録の流れ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.3. 検討経緯/検討結果の詳細：健診情報が確実に本人情報であることの確認方針（2/2）

健診情報の登録に係る周知資料

＜ベンダ向け周知＞ ＜福祉事務所向け周知＞

健診情報及び資格情報等の登
録に係るベンダ説明会

健診情報における本人情報の確
認方針及び手順について

福祉事務所向け事務連絡 報告フォーム原案



95

3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.4. 検討経緯/検討結果の詳細：医療機関等に対する導入推進策（1/2）

①：完了

• 厚生労働省HP・医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて導入の手引きを公開し、運用開始時には事務連絡で周知を実施した。

• 補助金制度について月次（令和５年９月～令和６年３月）でオンライン請求システムのポップアップや医療扶助のオンライン資格確認導
入の手引きを利用した周知を実施した。

• 福祉事務所向けポータルサイトにおいて福祉事務所が医療機関等・薬局に対して説明を行う際に活用できるガイドライン資料を公開した。

対応結果

• 医療扶助のオンライン資格確認への理解が不足している医療
機関等に対し、いかに導入を進めるか。

中間報告時点での課題

① 医療機関等向けに以下のアプローチを実施する。

• 制度・導入の概要について、厚生労働省HP・医療
機関等向け総合ポータルサイト等を利用した周知を
実施する。

• 医療機関等における医療扶助のオンライン資格確認
導入促進のため、オンライン請求システムのポップアッ
プ等を利用して補助金制度における周知を実施する。

• 福祉事務所が地域の医療機関・薬局に対して説明
を行う際に活用できるガイドライン資料を公開し、医
療機関・薬局の理解促進を図る。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.4. 検討経緯/検討結果の詳細：医療機関等に対する導入推進策（2/2）

対応アプローチに係る参考資料等

＜補助金に係る周知＞

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向け
た医療機関・薬局向け周知のガイドライン

事務連絡（医療扶助におけるオンライン
資格確認の運用開始について）

＜導入に係る周知＞

医療扶助のオンライン資格確認導入
の手引き

医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き オンライン請求システムのポップアップ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.5. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所に対する導入推進策（1/2）

①：完了

• 福祉事務所全体に向けて、福祉事務所向けアンケートや問合せ内容を考慮して、福祉事務所向けポータルサイト上で作業全体の概要や
各作業の手順に係る周知を行った。

• 福祉事務所向けアンケートに基づき、導入が進んでいないと思われる福祉事務所には個別連絡し、対応状況ヒアリングのうえで、ボトルネッ
クを解消するための個別のアプローチを実施した。

• 福祉事務所向けアンケートに未回答の福祉事務所に対しては、個別に連絡を行い回答を得ることで、課題把握・導入支援に繋げた。

対応結果

• 医療扶助のオンライン資格確認への理解が不足している福祉
事務所に対し、いかに導入を進めるか。

中間報告時点での課題

① 以下のアプローチを実施する。

• 福祉事務所全体に向けて、福祉事務所向けのアン
ケート結果や問い合わせ内容を考慮して、導入にお
ける作業全体の概要や各作業の手順に係る周知を
行う。

• 福祉事務所向けアンケートに基づき、導入が進んで
いないと思われる福祉事務所には個別連絡をし、対
応状況ヒアリングのうえで、ボトルネックを解消するため
個別のアプローチを実施する。

• 福祉事務所向けアンケートに未回答の自治体に対
しては、導入状況を把握するため個別のアプローチを
実施する。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.5. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所に対する導入推進策（2/2）

対応アプローチに係る参考資料等

「医療扶助のオンライン資格確認の導入状況等に係るア
ンケート調査」の結果を受けてご確認いただきたい資料
及び留意事項

（福祉事務所向けポータルサイト）

医療扶助のオンライン資格確認の導入に係る福祉事務
所向けアンケートについて（依頼）

（福祉事務所向けポータルサイト）

• 福祉事務所向けアンケートに基づき、導入が進んでい
ないと思われる福祉事務所には個別連絡し、対応状
況ヒアリングのうえで、ボトルネックを解消するための個
別のアプローチを実施した。

• 福祉事務所向けアンケートに未回答の福祉事務所に
対しては、個別に連絡を行い回答を得ることで、課題
把握・導入支援に繋げた。

• 福祉事務所全体に向けて、福祉事務所向け
アンケートや問合せ内容を考慮して、福祉事
務所向けポータルサイト上で作業全体の概要
や各作業の手順に係る周知を行った。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所の登録見込（1/2）

①：完了

• 各福祉事務所に架電を行いフォロー（対応事項や解説資料の連携等）を実施した。

➢ フォローについては、個人番号の真正性の確保や受給者番号の固定化の徹底等について自己点検を実施いただくための「データ整
備のチェックリスト」ができていない、もしくは未対応事項が比較的軽微な福祉事務所等から対応する等、優先順位を決めて行った。

• 対応の結果、令和５年12月22日時点で、福祉事務所全体の77％が資格情報の登録実績ありとなった。その他の福祉事務所は以下の
流れで登録を予定している。

➢ 令和６年３月に実施するJ-LIS照会までに資格情報等登録の事前対応事項を完了した福祉事務所には、登録を開始いただく。

➢ 上記が間に合わない場合、令和６年５月中に中間サーバーでの新チェック（随時でJ-LIS照会をして真正性の確認を行う機能）
が実装され次第、登録を開始いただく。

対応結果

• 資格情報等の初回登録が開始された中、いかに福祉事務所
の登録を増やすか。

中間報告時点での課題

① 最新の福祉事務所の課題をアンケート/ヒアリングで把握し、
各福祉事務所の対応状況に沿ったアプローチを継続実施す
る。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所の登録見込（2/2）

参考（福祉事務所の導入スケジュール）

849

77.0%

1

0.1%

252

22.9%

登録実績あり

登録対象者無し

12/22までの登録実績無し

福祉事務所の導入（資格情報等の登録開始）割合

令和６年３月に実施するJ-LIS照会までに資格情報等登録の事前対応事項を完了できない福祉事務所は、
引き続き、対応を進めていただき、令和６年５月中に中間サーバーでの新チェック（随時でJ-LIS照会をして
真正性の確認を行う機能）が実装され次第、条件を満たした福祉事務所から順次、登録を開始いただく。

2

令和６年３月に実施するJ-LIS照会までに資格情報等登録の事前対応事項を完了した福祉事務所には、
登録を開始いただく。

１

【パターン1】

現時点で

導入済の

福祉事務所

10月 11月 12月 令和6年1月 2月 3月 ４月 5月

マイルストン

▼検証運用開始
（2/13）

▼運用開始
(3/1)

▼全件J-LIS照会
（1/21~1/23） ▼新チェックの実装

（予定）

初回登録期間
(10/2～12/6)

初回登録情報の
修正期間

(12/6～12/22) ▼全件J-LIS照会再突合
（2/10~2/11）

全件J-LIS
照の

エラー修正

▼３月末J-LIS照会
（3/23~3/24）
（予定）

資格情報等の
初回登録

資格情報等の
修正

資格情報等の
新規登録

資格情報等の修正

【パターン2】

現時点で

未導入の

福祉事務所

資格情報等
の新規登録・

修正

登録の事前対応事項の実施

登録の事前対応事項の完了報告

資格情報等の登録・修正

現時点で未導入の福祉事務所【パターン２】の対応方針

※凡例：
上部数字はアンケート報告のあった福祉事
務所数
下部は割合

令和５年12月22日時
点

上記、未導入の福祉事務所には、委託先医療機関・薬局に対して未導入である旨及び今後の導入予定を
連携いただく（令和６年１月25日に検証運用開始に伴う事務連絡にて周知済み）。

3
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯/検討結果の詳細：令和６年度以降の導入予定の医療機関等への対応（1/3）

①：完了（今後も継続実施予定）

• 補助金の申請期間を当初の令和6年1月15日から令和6年3月1日に延長の周知を適切に実施し、補助金申請に係る間口を拡大した。

• 令和６年度も引き続き、医療扶助のオンライン資格確認の導入を予定している医療機関等に対して支援を継続していく予定である。

②：完了

• オンライン請求ポップアップ及び医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、補助金の申請期間が延期したこと等を周知することで認知機会を増加させ
た。

③：完了（今後も継続実施予定）

• 医療機関等向けの導入意思促進に係るオンライン資格確認事業合同動画において、他事業との同時導入について説明を行った。

④：完了（今後も継続実施予定）

• 他事業との合同説明会/勉強会や医療扶助のオンライン資格確認導入の手引きにおいて、他のオンライン資格確認関連施策との同時導入作業が可
能であることを説明した。

対応結果

• 導入意欲はあるが、令和６年度以降の導
入予定としている医療機関・薬局に対して、
どのように導入時期を早めさせるか。

中間報告時点での課題

① 医療機関等のシステム改修状況や他オンライン資格確認関連施策の導入対応が
重なることを考慮し、令和6年度中の補助金申請期間の延長の決定について、適
切に周知を行う。

② 補助金申請に係る認知機会の増加を図るために、オンライン請求ポップアップ及び
医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて補助金申請について周知する。

③ 医療機関等向けの導入意思促進に係るオンライン資格確認事業合同動画におい
て、他事業との同時導入について説明を行う。

④ 医療機関等システムベンダ向けの合同説明会/勉強会において、他のオンライン資
格確認関連施策（電子処方箋等）との同時導入作業が可能であり、導入に係
る作業負担軽減の可能性について説明を行う。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯/検討結果の詳細：令和６年度以降の導入予定の医療機関等への対応（2/3）

参考（令和６年度中に導入予定の医療機関等）

オンライン請求システムのポップアップ（イメージ）

オンライン請求システムのポップアップを利用して、
令和6年9月～2月まで月次で補助金制度につ
いて周知をした。

医療扶助のオンライン資格確認等導入に係る助
成金について

（医療機関等向け総合ポータルサイト）

※１ 実施期間：令和６年3月5日～３月10日、有効回答総数：116,633件（回答総数171,793件からアンケート回答に同意しない等の回答を除いたもの）
回答対象：オンライン資格確認に係る本番環境接続済、オン運用開始済、電子処方箋運用開始済の医療機関・薬局

※２ アンケート回答に同意しない等の回答（55,160件）が令和６年度中に導入すると仮定した場合、令和６年度中に導入予定の医療機関等は最大で80,812施設となる。

42,632 

16,859 

8,793 

6,728 

2,890 

38,731 

0 10,000 20,000 30,000 40,000

1:現時点で既に導入済み又は令和５年

度中に導入予定

2:令和６年４月～９月までに導入予定

3:令和６年10月～令和７年３月までに

導入予定

4:令和７年度中に導入予定

5:令和８年度中に導入予定

6:現時点では導入を検討していない

施設数

医療機関・薬局における医療扶助のオンライン資格

確認の導入意向（施設数）※１
令和5年度導入

予定

令和6年度以降導

入予定

導入予定な

し

＜凡例＞

(36.6%)

(14.5%)

(7.5%)

(5.8%)

(2.5%)

(33.2%)

令和６年度中にオンライン資格確認を
導入予定の医療機関等は25,652施
設である。※２

令和６年度も引き続き、医療扶助のオ
ンライン資格確認の導入を予定してい
る医療機関等に対して支援を継続して
いく必要があると認識している。

導入予定時期ごとの医療機関・薬局数
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯/検討結果の詳細：令和６年度以降の導入予定の医療機関等への対応（3/3）

参考（令和６年度中に導入予定の医療機関等）

医療機関等向け導入意思促進に係る周知動画 医療機関等システムベンダ向け勉強会資料

合同勉強会において、
他のオンライン資格
確認関連施策との
同時導入作業が可
能であることを説明
した。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.8. 検討経緯/検討結果の詳細：被保護者のオンライン資格確認の利用促進（1/2）

①：完了

• 令和５年１月、福祉事務所向けに「福祉事務所向け国民配布用パンフレット」及び「リーフレット案」を配布していたが、オンライン資格確
認の利用開始に合わせて、新たなリーフレットを作成し周知を呼びかけた。

➢ 令和６年3月、福祉事務所向けポータルサイトに福祉事務所が被保護者向けに配布するリーフレットを公開した。

➢ リーフレットは、マイナンバーカード利用のメリットや方法について詳細に説明し、被保護者の利用促進に資する情報提供を行った。

対応結果

• 被保護者のオンライン資格確認利用の促進をどのように促す
か。

中間報告時点での課題

① 福祉事務所が被保護者向けに配布するリーフレットを作成し、
オンライン資格確認利用開始及び初回登録方法の周知を
実施する。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.8. 検討経緯/検討結果の詳細：被保護者のオンライン資格確認の利用促進（2/2）

被保護者向けマイナポータル利用
方法に係るリーフレット

対応アプローチに係る参考資料等

＜表面＞ ＜裏面＞
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.9. 検討経緯/検討結果の詳細：中間サーバーへの資格情報等登録の推進

登録実績ログ抽出断面：12/22（金）登録データ数（被保護者数）の登録実績】

• 各福祉事務所の資格情報登録予定日と登録対象となる被保護者数及び中間サーバーへの登録実績のログを基に、対応が遅延していると見
られる福祉事務所に対して、架電やメールで対応状況の確認及び必要に応じてフォローを実施。

資格情報登録の推進に係る対応

6009 5186
27184 30762 34,669 49,060

75,173

184,224

497,684

333,729

30,099
53,876

1,327,655 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000 登録データ数（被保護者数） 累計

• 中間サーバーへの登録が遅延していると見られる福祉事務所に対しては、架電やメールで対応状況の確認及び必要に応じてフォローを実施。
• 令和５年12月22日時点で、1,327,655件の被保護者の資格情報等のデータが完了している。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.10. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所の導入作業に係る周知（ネットワーク接続方式等） （1/2）

①：完了

• ネットワークや各システム、統合専用端末等の各ベンダへの依頼事項や、連携対象の資料を示したFAQを作成し、公開した。

対応結果

• 導入作業を把握できず、どのベンダにどの範囲の依頼をするべ
きなのか分からない自治体が存在する（特にネットワーク対
応）。

課題

① ネットワークや各システム、統合専用端末等の各ベンダへの
依頼事項や、連携対象の資料を示したFAQを作成し、公
開する。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.10. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所の導入作業に係る周知（ネットワーク接続方式等）

ネットワーク接続方式に係る資料

対応アプローチに係る参考資料等
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.11. 検討経緯/検討結果の詳細：資格情報等の登録に向けた福祉事務所の対応状況及びフォロー

＜福祉事務所のフォーム回答状況について＞

状況

• 10/5（木）午前の段階で、資格情報等の登録に係る事前対応事項の完了報告が未完（報告フォーム①、②ともに未提出）の福祉事務所
が101件（保険者コード単位）存在しております。

• 福祉事務所向けポータルサイトのメールにて過去重ねてリマインドを行ってきましたが、これら福祉事務所は依頼対応への意識が特に低いと考えられ、
ポータルサイトのお知らせの回数を継続して増やしていく手法は効果が薄いと考えています。

• なお、依頼を認識できていないことで資格情報等の登録時期が遅延してしまう状況を避けるため、報告フォームの刈り取りは早急に行っていく必要が
ある認識です。

【参考】

10/3（火）定例にて提示した
集計結果(10/2時点)

ご依頼事項

• 報告フォーム①、②ともに未提出の自治体に対し、都道府県・政令指定都市の単位（中核市は未回答福祉事務所無し）で管内福祉事務所に
呼びかけを行うよう厚労省様より依頼いただくことは可能でしょうか（対象福祉事務所が101件と多数存在することから、厚労省様からは取り纏め
自治体の単位に呼びかけを行うことが妥当と判断）。

• なお、ご依頼には以下の別紙をご利用ください。

✓ メール文案_報告フォームの自治体による提出催促依頼_20231005

✓ 都道府県等から管内福祉事務所への報告フォーム提出に係る依頼雛形

✓ 報告フォーム未回答の福祉事務所一覧（都道府県・政令指定都市には、都道府県単位のファイルに分割予定です。）

• 上記呼びかけをもっても未回答福祉事務所が残存する場合の対応は別途相談させていただきたく存じます。

2023年10月5日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_会議資料_Ver1.0_20231005」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.12. 検討経緯/検討結果の詳細：被保護者ごとのマイナンバーカードの初回登録状況の把握

前提

• 3月の本格運用開始に向け、各被保護者の初回登録状況を福祉事務所が把握できるように、本格運用開始前まで
にマイナンバーカード保険証利用登録（初回紐付）状況ファイル（以下、「初回登録状況ファイル」という。）を通
知する方針。

• 今回の初回登録状況ファイルの通知対象は福祉事務所のみ（医療保険者には通知しない）とする。

ご共有事項

• 前回までの定例会議及びQA一覧でのやり取りを踏まえ、以下のスケジュールで福祉事務所へ初回登録状況ファイルを
通知いたします。

【通知発出までのスケジュール】

• 2/21（水）：2/20（火）断面で初回登録状況ファイルの作成（抽出）（支払基金様）

• 2/21（水）：初回登録状況ファイルをNEC様に連携（支払基金様）

• 2/22（木）：支払基金様より受領した初回登録状況ファイルの確認（NEC様）

• 2/23（金）：バッチ処理（お知らせ通知）の実行（NEC様）

➢通知対象は福祉事務所のみに整理

• 2/26（月）：午後から順次、各福祉事務所へ通知が発出される
※ 午前中は資格重複チェック結果のお知らせ通知が発出される

2024年2月20日 支払基金様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_支払基金様との打合せ資料_20240220」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.13. 検討経緯/検討結果の詳細：委託先医療機関等の導入状況の確認方法（1/2）

背景

• 医療扶助オン資を導入済みの医療機関・薬局リストは、Excelファイルで厚労省HPに掲載する方針としておりまし
た。

• しかし、福祉事務所より、医療扶助オン資を導入済みの医療機関・薬局リストのCSVファイルも提供いただきたい
要望を受けております。

• 上記要望を踏まえ、医療機関・薬局リストの厚労省HPに掲載する方針および流れについて摺合せさせてください。

掲載方針

• （当初予定）医療扶助オン資を導入済みの医療機関・薬局リストは、Excelファイルで厚労省HPに掲載する

• （変更後）医療扶助オン資を導入済みの医療機関・薬局リストは、ExcelファイルおよびCSVファイルで厚労省
HPに掲載する

医療機関・薬局リスト掲載までの流れ

1. オンライン資格確認等システムで“医療扶助のオン資運用開始”を選択している医療機関・薬局リスト（CSVファ
イル）を出力する。（支払基金）

2. CSVファイルをExcelファイルに加工する。（支払基金）

3. CSVファイルおよび加工したExcelファイルを厚生労働省に連携する。（支払基金）
⇒連携はメールを想定

4. 厚生労働省HPにCSVファイルおよびExcelファイルを掲載する。（厚生労働省）

※１～４は、月次（月末の最終営業日）で実施いただく想定です。

2023年7月11日 支払基金様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_支払基金様との打合せ資料_20230711」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.13. 検討経緯/検討結果の詳細：委託先医療機関等の導入状況の確認方法（2/2）

参考

CSVファイル

Excelファイル

イメージ

イメージ

※：資料「生保オン資_支払基金様との打合せ資料_20230711」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.14. 検討経緯/検討結果の詳細：異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対応手順

• 異なる個人番号が登録されていることを検知した場合は、以下のような枠組みで事実関係を把握し公表対応する。

2024年2月29日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「【別添１】異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対応手順」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（1/6）

被保護者、福祉事務所の生保オン資の対応状況に応じ、追加周知等の対応要否を、以下３パターンにより整理した。各パターンにおいて必要な対応について、

ディスカッションさせていただきたい。

※ 対応状況は、【福祉事務所】生保オン資の導入有無、J-LIS照会結果を受けたオン資対象可否、【被保護者】マイナンバーカードの有無、初回登録の実施

有無、【医療機関・薬局】生保オン資の導入有無を指す。

＜パターン①：被保護者、福祉事務所が生保オン資に対応している場合＞

被保護者、福祉事務所に加え、医療機関・薬局が対応済みであれば、通常の想定に沿った運用を行う。

委託先の医療機関または薬局、あるいはその両方が生保オン資未対応の場合は、福祉事務所において紙の医療券・調剤券による運用が必要。また、オンライン

資格確認ができないことについて、福祉事務所から被保護者に、必要に応じて伝達することが必要。

➢ 福祉事務所に対し、今後の検証運用開始に係る事務連絡で上記対応を周知する

➢ 医療機関・薬局の対応状況については、福祉事務所において、従来通り、個別調整等を踏まえて判断する。

➢ 医療機関・薬局が未対応であったが、紙の医療券・調剤券が発行されておらず、資格確認ができない場合は現行運用と同様の対応になる（＝医療機

関・薬局が福祉事務所に架電して確認する）ため、福祉事務所に対する追加周知は不要である。

（ディスカッション）

‒ 医療機関・薬局の生保オン資対応状況のリストは参考情報として厚生労働省HPに掲載を予定しているが、当該リストについて、事務連絡において確認

するよう呼びかけるか。

⇒医療機関等側で任意にフラグ付けが可能で、実態としての対応状況との乖離の可能性があるため、周知により、社会・援護局様としての責任度合が

変わる可能性がある（参考程度であるにも関わらず、実態に即したものとして誤認される等）。

⇒一方で、あくまでも参考情報として、適宜参照する程度として周知することも考えられる。

福祉事務所

〇

×

〇

×

被保護者

〇

×

対応状況

・・・パターン①

・・・パターン②

・・・パターン③

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋

2023年12月14日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（2/6）

＜パターン②：福祉事務所が生保オン資に対応しているが、被保護者が生保オン資に対応していない場合※＞

被保護者がマイナンバーカードを所持しない場合や初回登録未実施の場合においても、運用開始後は、生保オン資の運用が原則となるため、オン

資による資格確認で対応してもらうことを基調とする。

➢ なお、マイナンバーカードを所持する場合、仮に紙の医療券・調剤券がなくとも、医療機関・薬局の顔認証付カードリーダーも初回登録が可

能であるため、その場で資格確認への対応が可能。

➢ これまでの原則に従うもの（生保オン資における被保護者同意は不要）であり、福祉事務所に対する追加周知までは不要。

（ディスカッション）

‒ 厚生労働省の立場では、上記原則に従い、被保護者との紙の医療券・調剤券の発行要否の調整対応までを福祉事務所に求めない方

針＝追加周知は不要とする方針で良いか。

＜パターン③：福祉事務所が生保オン資に対応していない場合※＞

被保護者、医療機関・薬局の対応状況に関わらず、福祉事務所は被保護者へ紙の医療券・調剤券を発行し、被保護者に対し、医療保険・薬

局でオンライン資格確認できない旨を伝達する必要がある。

➢ 福祉事務所に対し、今後の検証運用開始に係る事務連絡で上記対応を周知する。

※ 医療機関・薬局が対応済みであるがオン資利用できない被保護者がMNCを提示してきた場合や、被保護者が紙の医療券・調剤券を所持し

ていない場合の対応は既に医療機関等向け運用マニュアルにおいて周知済みであるため、追加周知は不要の認識。

⇒（ディスカッション） の対応状況やJ-LIS照会により、誤入力チェックシステム’24までの間にオン資対象とならない被保護者が一定数生じ

ることについて、検証運用前に医療機関等向けの周知（フォロー周知）が必要か。

福祉事務所

〇

×

〇

×

被保護者

〇

×

対応状況

・・・パターン①

・・・パターン②

・・・パターン③

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（3/6）

被保護者 福祉事務所 医療機関 薬局

ステークホルダーの対応状況 必要な対応

福祉事務所 医療機関・薬局

• ー〇 〇 〇 〇

• 委託先の医療機関、薬局またはその両
方が未導入であるため、紙の医療券・調
剤券のいずれか/両方の発行が必要。
⇒福祉事務所は医療機関等との個別
調整を踏まえて対応状況を確認。
⇒医療券・調剤券の配布時に、オンライ
ン資格確認が実施できない旨を被保護
者に伝達する。
⇒事務連絡による周知で対応

〇 〇 〇 ×

〇 〇 × 〇

〇 〇 × ×

基本的に、委託先の医療機関・薬局が医
療扶助オン資を未導入の場合、福祉事務
所が紙の医療券・調剤券を発行し、被保
護者にオン資確認できない旨を伝えている
ので、被保護者がオン資で資格確認するこ
とはない想定。

＜医療扶助オン資導入済み＞

• 資格確認が可能

＜医療扶助オン資未導入＞

• 被保護者がMNCを提示した場合は、
紙の医療券・調剤券を提示いただくよう
伝える。
⇒周知不要（現行運用と同様）

＜共通＞

• 被保護者が紙の医療券・調剤券を所
持していない場合は、福祉事務所へ架
電し、資格を確認する。
⇒周知不要（現行運用と同様）

• ー

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（4/6）

被保護者 福祉事務所 医療機関 薬局

ステークホルダーの対応状況 必要な対応

福祉事務所 医療機関・薬局

• 自福祉事務所が未導入のため、紙の医
療券・調剤券の発行が必要。
⇒医療券・調剤券の配布時に、オンライ
ン資格確認が実施できない旨を被保護
者に伝達する。
⇒事務連絡による周知で対応

〇 × 〇 ×

〇 × × 〇

〇 × × ×

基本的に、福祉事務所が紙の医療券・調
剤券を発行し、被保護者にオン資確認でき
ない旨を伝えているので、被保護者がオン
資で資格確認することはない想定。

＜医療扶助オン資導入済み＞
• 仮に被保護者がMNCを提示した場合、

資格情報なしとなるため、福祉事務所
へ状況確認する(福祉事務所、被保護
者の対応状況)。
⇒医療機関等向け運用マニュアルで周
知済み（紙の医療券・調剤券が無けれ
ば福祉事務所に対して照会）

＜医療扶助オン資未導入＞
• 被保護者がMNCを提示してきた場合は、

紙の医療券・調剤券を提示いただくよう
伝える。
⇒周知不要（現行運用と同様）

＜共通＞
• 被保護者が紙の医療券・調剤券を所

持していない場合は、福祉事務所へ架
電して、資格確認を行う。
⇒周知不要（現行運用と同様）

〇 × 〇 〇

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（5/6）

被保護者 福祉事務所 医療機関 薬局

ステークホルダーの対応状況 必要な対応

福祉事務所 医療機関・薬局

• 自福祉事務所が未導入のため、紙の医
療券・調剤券の発行が必要。
⇒医療券・調剤券の配布時に、オンライ
ン資格確認が実施できない旨を被保護
者に伝達する。
⇒事務連絡による周知で対応

〇 ×

× 〇

× ×

基本的に、福祉事務所が紙の医療券・調
剤券を発行し、被保護者にオン資確認でき
ない旨を伝えているので、被保護者がオン
資で資格確認することはない想定。

＜医療扶助オン資導入済み＞
• 仮に被保護者がMNCを提示した場合、

資格情報なしとなるため、福祉事務所
へ状況確認する(福祉事務所、被保護
者の対応状況)。
⇒医療機関等向け運用マニュアルで周
知済み（紙の医療券・調剤券が無けれ
ば福祉事務所に対して照会）

＜医療扶助オン資未導入＞
• 被保護者がMNCを提示してきた場合は、

紙の医療券・調剤券を提示いただくよう
伝える。
⇒周知不要（現行運用と同様）

＜共通＞
• 被保護者が紙の医療券・調剤券を所

持していない場合は、福祉事務所へ架
電して、資格確認を行う。
⇒周知不要（現行運用と同様）

×

×

×

×

×

×

×

× 〇 〇

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（6/6）

被保護者 福祉事務所 医療機関 薬局

ステークホルダーの対応状況 必要な対応

福祉事務所 医療機関・薬局

• 被保護者がマイナンバーカードを保有し
ていない場合、初回登録未実施の場合
⇒上記の場合も、オン資対応すること
を基調とし、追加周知は不要
⇒なお、医療機関等の顔認証付きカー
ドリーダでの初回登録も可

〇 ×

× 〇

× ×

基本的に、福祉事務所が被保護者に対し、
オン資対応する前提で対応している想定。

＜医療扶助オン資導入済み＞

• 資格確認が可能
（マイナンバーカードを所持しない場合
は紙の医療券・調剤券で資格確認を実
施。被保護者が初回登録できていない
場合は、医療機関等の顔認証付カード
リーダーで初回登録を行い、資格確認を
実施）

＜医療扶助オン資未導入＞
• 被保護者がMNCを提示してきた場合は、

紙の医療券・調剤券を提示いただくよう
伝える。
⇒周知不要（現行運用と同様）

＜共通＞
• 被保護者が紙の医療券・調剤券を所

持していない場合は、福祉事務所へ架
電して、資格確認を行う。
⇒周知不要（現行運用と同様）

〇 〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

×

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.16. 検討経緯/検討結果の詳細：社会保険状況フラグと資格情報に不整合が生じた際の医療機関等の対応整理

貴省への確認事項（2023/05/25）

• QA表（支払基金/支払基金ベンダ）で以下の照会をいただきましたのでご確認させてください。

➢ 医療機関等で資格確認した結果、社会保険状況に不整合がある（医療券・調剤券情報の社会保険状況が「あり」で、有
効な医療保険の資格データが存在しない。または、逆に「なし」で、有効な医療保険の資格データが存在する。）場合、オン
資の画面上には不整合がある旨の文言を表示します。当文言を表示した時の医療機関側の運用をお示し頂けますでしょう
か。
⇒医療機関側が福祉事務所または保険者に電話でデータの登録状況を確認する運用で認識合っておりますでしょうか。

貴省への確認事項（2023/06/08）

• 併用者がオンライン資格確認を行った際に、社会保険状況に不整合があった（医療券・調剤券情報の社会保険状況が「あり」で、有
効な医療保険の資格データが存在しない。または、逆に「なし」で、有効な医療保険の資格データが存在する。）場合の医療費の請求
先と負担割合についてご確認させてください。

➢ ケース1：社会保険状況に不整合があるが、福祉事務所（または医療保険者）に電話等で、医療保険・医療扶助共に有
効な資格情報が確認できた場合

• 医療費負担の割合は、通常通り、医療保険者が7割、医療扶助が3割となる認識ですが齟齬はございませんでしょう
か。
※医療保険において、オンライン資格確認で「該当資格なし」の場合でも、健康保険証の提示などで資格情報が確認
できた場合、医療保険者7割、自己負担3割の運用となっております。

➢ ケース２：社会保険状況に不整合があり、福祉事務所（または医療保険者）に電話を行ったが繋がらない等で併用である
旨を確認できなかった場合

• 社会保険状況に不整合がある場合は、医療券・調剤券情報の社会保険状況と有効な医療保険の資格データのどち
らの情報が正しいのか判別つかないため、医療機関等では、医療保険には加入していない医療扶助単独として対応す
る認識ですが、齟齬はございませんでしょうか。

• 上記が正の場合、医療費は、全額医療扶助に請求される認識ですが、齟齬はございませんでしょうか。

2023年5月25日、2023年6月8日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_会議資料_Ver1.0_20230525」及び資料「生保オン資_会議資料_Ver1.0_20230608」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.17. 検討経緯/検討結果の詳細：災害時医療情報閲覧における医療扶助情報利用有無区分での制御

背景

• オンライン資格確認システムでは、医療機関等単位で医療扶助情報利用有無区分（利用する／利用しない）を管理しており、
マイナンバーカードや被保険者証による資格確認機能をはじめとし、その他医療機関向け機能においても基本的には当区分で医
療扶助の利用制御をしております。

• 医療扶助情報利用有無区分（利用する）の場合、医療扶助の資格情報等が存在すれば、検索結果に応じて情報を返却し
ます。

• 医療扶助情報利用有無区分（利用しない）の場合、医療扶助の資格情報等が存在しても、情報を返却しません。

• そのため、医療扶助を利用しない医療機関等は、医療扶助対応の稼働後も稼働前の挙動（医療保険のみを資格確認の対象
とする挙動）と変わらないよう配慮をしたシステム仕様となっております。

ご確認事項

• 災害時医療情報閲覧機能（大規模災害時に氏名や住所などから資格を確認したうえで、特定健診・薬剤情報を閲覧する機
能）においては、機能目的を考慮し、例外的に医療扶助情報利用有無区分で制御しない方針でよろしいでしょうか。

観点

• 特定健診・薬剤情報はPDFでのみ閲覧可能であることから、医療機関側で取込できない懸念はないと考えております。

• 対象医療機関等が医療扶助情報利用有無区分（利用しない）の場合は、医療扶助の資格に紐づく健診情報・薬剤情報は
閲覧できなくなります。

• 医療扶助情報利用有無区分と類似した区分の特定健診利用有無区分、薬剤情報利用有無区分も医療機関単位で設定
可能となっておりますが、災害時医療情報閲覧機能においては、緊急時に患者の特定健診・薬剤情報を閲覧できるよう、い
ずれの区分でも制御対象外としています。（特定健診・薬剤情報を利用しないと設定した医療機関であっても特定健診・薬剤
情報情報を閲覧できるようになっています。）

2023年6月15日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_会議資料_Ver1.0_20230615」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.1. 前提事項
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.3. 本章節に紐づく成果物の一覧
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3. 運用課題検討
3.3. 本章節に紐づく成果物の一覧

本章節「3. 運用課題検討」に紐づく成果物の一覧を以下に整理しました。

本章節に紐づく成果物の一覧

成果物名

【ご参考】医療扶助のオンライン資格確認導入済医療機関・薬局リスト
（サンプル）

ネットワーク接続方式に関して_Ver1.7

資格情報等登録の手引き_ver1.2

資格情報等のデータ整備に係るチェックリスト【福祉事務所名を記入し
てください】

（福祉事務所向け）医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた
医療機関・薬局向け説明のガイドライン_Ver1.0

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた資格情報等の登録・
修正方針及び全件J-LIS照会結果を受けた対応について（依頼）
（更新版）

福祉事務所向け国民配布用リーフレット_マイナンバーカードの取得促
進・初回登録等_Ver1.00

健診情報における本人情報の確認方針及び手順について_ver1.01

健診情報及び資格情報等の登録に係るベンダ説明会資料

【別添１】異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対応
手順_v1.0

医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き
_Ver1.2

【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（回答明記ver）
_Ver1.0

成果物名

生保オン資_キックオフミーティング資料_Ver1.0_20230413

【本紙】生保オン資_中間報告資料_Ver.1.00

【別紙】生保オン資_運用開始に向けた課題及び対応状況一覧
_Ver1.00

生保オン資_最終報告会資料_Ver.1.0_20240325

開催要綱_第1回目

議事次第_第1回目

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第１回）資料_1.0版

開催要綱_第2回目

議事次第_第2回目

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第２回）資料_1.0版

令和５年度報告書_Ver1.0


